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第１章  基本計画の概要 
 

 

基本計画は、基本構想に示された大山町がめざす将来像を実現するために、５つの基本目標と計画を

推進する考え方に基づき、今後実施すべき施策の内容について定めています。 

基本計画の期間は、令和８年度（２０２６年度）から令和１５年度（２０３３年度）までとします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

視点 将来像 基本目標

いつまでも安心安全に生きがいを
持って暮らせるまちづくり

しごと
みんながやりがいを感じられる仕事に

励むことで活性化するまち
やりがいのある仕事で
にぎわうまちづくり

大山町の将来構想

ひと
まちで暮らすことを楽しむひとづくりで
いきいきと活気あふれる人が増えるまち

まちを愛する人で
あふれるまちづくり

～
人
と
人

、
人
と
自
然
が
紡
ぐ
ま
ち
の
豊
か
さ
～

わ
く
わ
く
楽
し
い
未
来
に
つ
な
が
る
ま
ち

計画推進のために

つながり
まちに関わるみんなで地域を支え、共に創り、

つながりで元気を生み出すまち
みんながつながり

みんなで関わるまちづくり

しぜん
一人ひとりが自然を大切にして自然を守り
活かすことでまちの豊かさにつながるまち

自然を大切に
自然とともに歩むまちづくり

くらし
安心して過ごせる「しくみ」と安全で快適に
暮らせる環境の「かたち」が揃っているまち

基本理念
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第３部 基本計画 

第２章  基本計画の施策体系 
 

 

 
 

 将来像と施策方針                                                                         

 

「まちで暮らすことを楽しむひとづくりで、いきいきと活気あふれる人が増えるまち」を将来像に据え、大

山町の豊かな自然・歴史・文化等を活かしながら、子どもたちの豊かな心と健やかな体を育むとともに、ス

ポーツや芸術・文化、学びなど、生涯を通して好奇心や探求心を持って積極的に挑戦できる環境を整えま

す。 

また、自然・歴史・文化等の深堀り・発信によって、町民一人ひとりが暮らしの中に楽しさや大山町への

愛着を感じ、豊かな人生につながるまちの実現をめざします。 

 

 

 

 施策体系                                                                                 
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 将来像と施策方針                                                                         

 

「みんながやりがいを感じられる仕事に励むことで活性化するまち」を将来像に据え、所得向上、後継者

の育成、産業基盤の整備、食の魅力向上など、農林水産業者や商工業者等への継続的な支援によって、

経済と産業の持続可能な発展をめざします。 

また、山と海の潜在力を引き出す観光地域づくりを進めるとともに、企業誘致や起業支援などを通じて、

多様な働き方とまちで働くことに意欲的な人が増える、にぎやかなまちの実現を図ります。 

 

 

 

 

 施策体系                                                                                 
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第３部 基本計画 

   
 

 

 
 

 将来像と施策方針                                                                         

 

「安心して過ごせる「しくみ」と安全で快適に暮らせる環境の「かたち」が揃っているまち」を将来像に据

え、子育て・保健・医療・福祉等の「しくみ」の充実と住宅・交通・防災等の「かたち」の強化によって、安心

安全な暮らしの確保をめざします。 

「しくみ」では、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援や食と運動を柱に据えた健康づくり、高齢者支

援や障がい者支援などを通じて、誰もがお互いに尊重し、理解し、助け合う、健やかな暮らしの実現をめざ

します。 

「かたち」では、道路・水道・通信等のインフラの安定供給と住宅整備や交通支援、資源リサイクルの推

進や防犯防災体制の強化など、安全で快適な暮らしを支えます。 

 

 施策体系                                                                                 
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 将来像と施策方針                                                                         

 

「一人ひとりが自然を大切にして、自然を守り活かすことでまちの豊かさにつながるまち」を将来像に据

え、自然が持つ公益的機能や生物多様性の維持、豊かな景観や環境の保全などを通じて、まちの豊かさ

を生み出します。 

また、人にも環境にも負荷をかけない暮らしを推進し、脱炭素社会の実現に貢献するとともに、まちの山

から海までの自然の魅力を活かした暮らしを次世代に引き継ぎます。 

 

 

 

 

 施策体系                                                                                 
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第３部 基本計画 

   
 

 

 
 

 将来像と施策方針                                                                         

 

「まちに関わるみんなで地域を支え、共に創り、つながりで元気を生み出すまち」を将来像に据え、集落

や自治会、地域自主組織等との協働・支援を通じて、住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域を

めざすとともに、すべての人が暮らしやすい包摂性の高いまちをめざします。 

また、地域の中だけでなく町外の人や企業などの関係人口や交流人口の力を積極的に活用して、まち

の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 施策体系                                                                                 

 

 

 

  



 

 
56 

   
 

 

 
 

 

本計画を推進するための、全ての分野における基本的な考え方を示しています。さまざまな政策を実施

する上で、協働のまちづくりを深化させるとともに、まちを共に創る視点を持ち、情報発信の強化とデジタ

ル技術の積極的な活用を併せて取り組みを進めます。職員の政策立案能力向上や資質の向上、行財政

改革と財政の健全な運営を進め、町内外の関係機関と連携しながら持続可能なまちづくりを推進します。 
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第３部 基本計画 

第３章  基本計画の施策 
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検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

重点課題 継続推進

基本計画施策の見方 
 

 

００ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 

 

大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」 

 

  

イメージ 

【施策の目的】 

◆施策によりめざす方向性を示しています。 
 

【現状と課題】 

◆施策に関するまちの現状や課題を記載して
います。 

【前総合計画施策に対する町民意識】 

◆令和６年度(２０２４年度)に実施した第二次大山町総合計画の進捗状
況に関する町民アンケート調査の結果に基づき、各施策に該当する
分野の満足度と重要度を示しています。 

 
◆左上の領域は相対的に満足度が低くかつ重要度が高い領域であり、
今後、満足度を高めるために取り組むことが期待される分野です。 
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第３部 基本計画 

 
 

 

 

【 取組の方針 】                                                                   
 

１ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

２ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

３ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

４ 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

【 関連計画 】                                                                  
 

・ｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃ計画 

・ｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃ計画 

・ｃｃｃｃｃｃｃｃｃｃ計画 

 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

　○○○○○○○○○○ 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 人 ○○ ○○ 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　○○○○○○○○○○ 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 件 ○○ ○○ 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　○○○○○○○○○○ 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ％ ○○ ○○ 　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主要指標

【施策と関連するSDGsのゴール】 

◆施策を推進することで貢献するSDGs
のゴールをアイコンで示しています。 

【取組方針】 

◆施策の目的を達成するために行う主な
取組を記載しています。 

【取組内容】 

◆取組方針によって取り組む内容を記載
しています。 

【主要指標】 

◆施策の目的や取組方針・取組内容の進捗
を図るため主要指標を記載しています。 

 

【関連計画】 

◆令和７年度(２０２５年度)時点で各施策に関連して策定された
分野別計画・個別計画を記載しています。 

 
◆本計画と整合性を保ち、共通する方向性を持って施策の
実効性を高めます。 

 
◆各関連計画の概要は、資料編に記載しています。 
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まちを愛する人であふれるまちづくり 

 

 

「まちで暮らすことを楽しむひとづくりで、いきいきと活気あふれる人が増えるまち」を将来

像に据え、大山町の豊かな自然・歴史・文化等を活かしながら、教育や社会活動等の人材育

成を通じて、子どもたちの豊かな心と健やかな体を育むとともに、スポーツや芸術・文化、学び

など、生涯を通して好奇心や探求心を持って積極的に挑戦できる環境を整えます。 

また、自然・歴史・文化等の深堀り・発信によって、町民一人ひとりが暮らしの中に楽しさや

大山町への愛着を感じ、豊かな人生につながるまちの実現をめざします。 

 

 

基本目標 

１ 
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第３部 基本計画 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

基
本
目
標  

□ 

□
□
□
愛
□
□
人
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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０１ 大山町で暮らすことに誇りを持つ子どもを増やそう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

未来を担う子どもたちの学びに向かう力と確かな学力、大山町を愛する心を育て、子どもたちの成長を支えます。

大山町の豊かな自然・歴史・文化等の大山の恵みを活かしながら、家庭・保育所(園)・学校・地域が一体となって、子

どもたちの豊かな心と健やかな体を育て、子どもたちの力を伸ばすとともに、まちの魅力を感じることができる教育を

めざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では６５歳以上の高齢化率が年々増加する一方、少子化や都市部への人口流出が進行し、将来のまちを担

う若年人口の減少傾向が続いています。このような状況の中で、大山町では、ふるさと教育・保小中の連携・英語教育

などを中心に、子どもたち一人ひとりにしっかり目が行き届いたきめ細やかな教育に取り組んできました。今後もさま

ざまな社会の変革に対応しながら、引き続き、きめ細やかな教育を進めていく必要があります。 

また、スキーや大山登山といったまちならではの資源を活かした体験活動も継続して行い、ふるさとの良い思い出を

残していくことも大切です。子どもたちの体力低下の傾向がある中では、運動しやすい環境づくりや体を動かす生活習

慣を身につけることも重要です。 

さらに、人口減少によって、子ども同士が交流する機会が次第に少なくなってしまう中では、家庭や地域とより連携

し、また情報通信技術の積極的な活用やグローバル化への対応など、まちの未来を担う子どもたちの「やりたい」を実

現し、大山町で暮らし続けたいと思える子どもたちへの支援が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「大山町で暮らすことに誇りを持つ子どもを増やそう」 

 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 子どもが遊ぶ中で自ら学ぶ力を育てる 
① 就学前の子どもたちにとって大切な「学び」となる「遊び」には、発達や成長に欠かせないたくさんの経験が含

まれています。まちの豊かな自然を活かした自然体験活動、季節行事や伝統行事などを通し、友達や地域の人
などさまざまな人と関わり、自然や文化、人の温かさに触れ、まちの魅力を感じることができる学びの機会を創
出します。 

② 保育所や地域子育て支援センターがより力を発揮できるように、保育士の研修の充実や保育に関する情報の
交換ができるように支援し、保育環境を充実させます。 

 
２ 子どもたちの力を伸ばす教育を進める 

① 幼児期から中学卒業時までを見通した保小中の連携及び架け橋となる取組を推進します。豊かな感性を持っ
た子どもたちを育てることや、子どもたちの可能性を最大限に伸ばすことも重要です。基礎的な学力を身につけ
るとともに、外国語教育や ICT56を活用した学習にも取り組みます。 

② 異なる文化を理解し、尊重してはじめて、自分自身のことを見つめることができます。交流事業等も活用しなが
ら、いろいろな国の人たちと交流するための外国語能力や、自分の伝えたいことを表現できるコミュニケーショ
ン能力を身につけた子どもたちを育てます。 

 

３ 子どもたちが安心して学習に取り組める環境をつくる 
① 学習指導、生徒指導、特別支援教育等の充実を図るほか、部活動の在り方の検討、教職員の資質向上や働き方

改革に取り組みます。 
② 地域住民とも連携しながら、子どもたちの安全な通学手段の確保を図ります。また、防犯カメラによる校内での

犯罪抑止など、学校環境の改善を図り、安心して学習に取り組める環境を整備します。 
 

４ 大山町で暮らし続けることに希望を感じるきっかけをつくる 
① 町内で働く人との交流、まちの自然や歴史の学習、職場体験学習や進路学習など、ふるさとキャリア教育を推進

し、まちの豊かさを伝えます。 
② 地域の大人の専門性や地域の力を活かし、地域と一体となって子どもたちを育てていくことが、大山町で暮らし

続ける一つのきっかけになると考えます。ふるさとキャリア教育を進める上で重要になるコミュニティ・スクールの
取組を推進・加速させ、地域と学校の連携・強化、体制の充実を図ります。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町教育振興基本計画  

 
56 情報通信技術(Information and Communication Technology)の略。以前から使われていた IT(情報技術)に、通信ネットワークを活用して、人と人、人とサービ
スがつながる技術やその活用方法を指す。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

「地域や社会をよくするために何か
してみたいと思う」小学生の割合

全国学力・学習状況調査児童質問
紙「地域や社会をよくするために何
かしてみたいと思いますか」の肯定
的回答率

％
80.0
[R6]

80.0
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値維持をめざす

「地域や社会をよくするために何か
してみたいと思う」中学生の割合

全国学力・学習状況調査生徒質問
紙「地域や社会をよくするために何
かしてみたいと思いますか」の肯定
的回答率

％
73.6
[R6]

80.0
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値以上をめざす

リーダー合宿参加者数
町内小学校4～6年生を対象にし
たリーダー合宿の参加者数

人
7

[R7]
10

[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、参加募集人数の満員
をめざす

主要指標



 

基
本
目
標  

□ 

□
□
□
愛
□
□
人
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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０２ まちの自然・歴史・文化を知ろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

大山町に暮らす多くの人が、大山の恵みを受けて暮らす中で、まちの自然や歴史、文化の背景を理解し、郷土に愛

着をもって生活できるよう、その魅力を伝えるとともに、一緒に学び、体験できる環境をつくります。そして、新たな魅力

や付加価値を生み出し、郷土愛が深まる学びにつなげます。さらに、まちの良さを活かし、発展させるために資源を保

護し、持続可能な形で活用します。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

中国地方最高峰の大山、西日本最大級のブナ林、約１３００年の歴史を持つ大山寺、名和長年公に関わる多くの史

跡、松河原海岸のハマナス自生南限地帯、ヒメボタルやオオサンショウウオなどの希少生物、大山町には自然や歴史、

文化的な資源があります。大山から日本海まで直線距離約２０㎞のうちに収まるロケーションは、全国でも稀な恵まれ

た自然環境です。 

普段の暮らしの中では、なかなか向き合う機会の少ないまちの資源を改めて見つめ直すことで、資源のさらなる活

用と新たな資源の発掘・活用につながります。地域内だけでなく地域外の視点でまちの魅力を発信することも必要で

す。地域の魅力を知り、活かす活動を通じて、大山町への愛着を持つ人材づくりが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「みんながまちの自然・歴史・文化を語れるようになろう」 
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 大山町の魅力を集め、発信する 
① まちのあらゆる資源や魅力をわかりやすくまとめ、町内外にまちの情報を発信します。大山町のことを知りたいと

思ったときにすぐに見つけられるように、町のホームページでは、より積極的に魅力的にまちの情報を伝えます。 
② 広報だいせんや大山チャンネルをはじめとした町内メディアで、まちの最前線を伝え、SNS57なども活用しなが

ら、より多くの人が普段から大山町の資源に目を向けるきっかけを生み出します。 
 
２ まちのあらゆる資源を学び場にする 

① 町内にある自然や歴史、文化的な資源(大山町所子伝統的建造物群保存地区、史跡大山寺旧境内、文化庁認
定の日本遺産、国、県、町指定文化財等）はまさに学びの宝庫です。まちの魅力を一番よく知っているまちの人と
一緒に、町内の資源を活かした新しい学びや体験ができるように企画します。 

② まちの子どもから大人まで、ふるさと学習支援等の学校教育から文化財講演等の生涯学習の現場まで、いろい
ろな学びの場でまちの資源を活用します。町民一人ひとりがまちの魅力を知り、語れるように取り組みます。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町教育振興基本計画  

 
57 ソーシャル・ネットワーキング・サービス(Social Networking Service)の略。インターネット上で人々がつながり、文章や写真、動画などを通して互いに交流
したり、情報を共有したりするサービス。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

大山チャンネル視聴可能率
大山町内の全世帯数に占める中
海テレビ放送とのケーブルテレビ契
約世帯の割合

％
79.6
[R6]

80.0
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

大山町公式SNS登録者数
大山町公式SNS（ライン、エックス、
インスタグラム）の登録者数

人
3,443
[R6]

5,843
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

地域の歴史文化に誇りを感じる住
民の割合

「地域の歴史文化に誇りを感じる
か」という趣旨の設問に対し、肯定
的回答を行った小学5年生と中学2
年生の回答率

％
79.0
[R6]

80.0
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標  

□ 

□
□
□
愛
□
□
人
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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０３ いつでもいつまでもスポーツを楽しむ人を増やそう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

いくつになっても誰もが気軽にスポーツができる場所があり、スポーツの楽しみ方を教えてくれる人や共有できる

人がいて、何よりもその楽しさを分かち合える人と仲間がいるようなスポーツを楽しめる環境づくりに取り組み、スポ

ーツを通じた豊かな人生の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町には、充実したスポーツ施設がありますが、施設の老朽化が顕著になっています。これからは、施設の数を増

やすのではなく、今ある施設をどのように使い、管理するかを考えなければなりません。そのためには、利用者である住

民のみなさんの声を施設運営に反映し、民間事業者のノウハウも活用していくことが必要です。 

また、町内のスポーツ団体は、活動地域や会員の固定化、指導者不足、子どもたちのスポーツ離れなどの課題に直

面しています。部活動については、学校と地域の連携（地域連携）から地域移行（地域展開）へという流れもあり、あり

方が大きく変わろうとしています。町内のスポーツ協会と協力して、スポーツの楽しさや大切さを広く伝え、スポーツを

楽しめるまちづくりに取り組むことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「いつでもいつまでもスポーツを楽しむ人を増やそう」 
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ スポーツを盛り上げる人や団体の活動を支援する 
① 住民や団体などが企画するスポーツの活動や地域が一体となって参加できるスポーツの場など、それぞれの活

動を積極的に支援し、健康の維持や、人と人とがつながり笑顔になるスポーツ振興を図ります。 
② スポーツ推進委員を中心に競技スポーツや生涯スポーツの指導ができる人を身近に増やし、スポーツをはじめ

るきっかけづくりにつなげます。スポーツの指導を担う人材を育成するため、資格取得などについて支援をしま
す。 

 
２ スポーツを楽しめる環境を整える 

① 学校施設の一般開放を継続し、住民の誰もが、身近な施設を利用して、いつまでも気軽にスポーツを楽しめる
環境をつくります。 

② 社会体育施設の運営には、指定管理者制度など民間事業者のノウハウの活用や適切な運営方法を検討しな
がら、この先も利用しやすい体育施設とサービスの提供をめざします。 

③ 各種スポーツ大会のみならず、アスリートや指導者を招いてのスポーツイベントなど、スポーツに取り組むきっか
けづくりに取り組みます。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町教育振興基本計画 

・大山町スポーツ推進計画 

  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

スポーツしょい大山の会員数 スポーツしょい大山の会員数 人
44

[R6]
60

[R15]
減少傾向の中で、当初値以
上をめざす

大山町スポーツ協会主催の大会参
加者数

大山町スポーツ協会主催の大会の
年間参加者数

人
805
[R6]

900
[R15]

減少傾向の中で、当初値以
上をめざす

社会体育施設利用者数 社会体育施設の年間利用者数 人
76,478

[R6]
77,000
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標  

□ 

□
□
□
愛
□
□
人
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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０４ 文化・芸術を楽しめる機会を増やそう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

日常生活のなかで、質の高い文化・芸術に触れる機会や活動を楽しめる機会をつくり、豊かな想像力と新しい感性

を育みます。文化や芸術に触れるイベントを通じて、文化・芸術が特別なものから身近なものになるように取り組みま

す。また、活動の中で生まれたものを発信・発表する場を設けることで、日々の暮らしの中に喜びを、まちには活気をも

たらすことをめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

町内には、文化・芸術に関わりを持つ人、興味や関心を持ち活動される人が増えています。文化・芸術活動やそれら

を鑑賞することは、町民のウェルビーイング58につながることであり、その機会を増やすことはとても重要です。住民の

みなさんの自主的な活動やアートスタート事業による子どもたちと文化・芸術とのふれあい、公民館のサークル活動も

活発化しています。 

一方で、文化サークル活動に関わる人の高齢化や固定化、若年層のサークル離れが課題であり、多くの人にとって

は、文化・芸術は非日常的なものという意識があります。私たちの暮らしに楽しさや刺激を与え、想像力をかきたててく

れる文化・芸術が、より多くの人に気軽に触れられる機会を生み出していくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「文化・芸術との距離を縮めよう」 

 

 
58 個人や社会のよい状態。健康と同じように日常生活の一要素であり社会的、経済的、環境的な状況によって決定される。 

成果検証
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 文化・芸術に触れるきっかけを増やす 
① 小中学校芸術鑑賞事業の開催などを通じて、文化・芸術に触れる機会を増やし、いいものにたくさん触れること

で、文化・芸術との距離を縮めます。 
② 町内に限らず、県内各地でも数多く展開される文化・芸術に関する活動やイベント、事業を住民のみなさんにお

知らせすることで、より幅広い文化・芸術との接点を生み出していきます。 
③ 鳥取県立美術館をはじめ町外施設において展示公開される優れた文化・芸術に触れる体験・機会が増えるよう

な取り組みを進めます。 
 
２ 文化・芸術活動を支援する 

① 町内に残る伝統行事・伝統芸能を次の世代に引き継いでいくために、地域の伝統行事・芸能活動により多くの
人が触れる機会をつくり、若い世代を中心として、町内の幅広い世代の人たちによって保存・伝承されるよう支
援します。 

② 大山町総合文化祭の開催など、住民が取り組む文化・芸術活動を発表する場を提供し、活動のレベルアップに
つなげるとともに、文化・芸術の楽しさ、魅力をより多くの人に伝えるきっかけをつくります。また、未就学児を対
象に芸術に触れる機会を促進する団体の活動を支援します。 

③ 伝統行事・芸能、文化・芸術活動に取り組める場所づくりや活動に参加できる場所の紹介などを通じて、活動を
支援します。 

④ 町民の自らの作品を展示するような、文化・芸術の振興に意欲的な方の取組への支援を進めます。 
 
 

 
 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町教育振興基本計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

公民館及び地域自主組織主催の
文化芸術事業の数

公民館及び地域自主組織が主催
する文化・芸術関係の展示・事業
の年間回数

回
276
[R6]

280
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

主要指標



 

基
本
目
標  

□ 

□
□
□
愛
□
□
人
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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０５ まちの誇りとなる文化財を守り活用しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

先人が築き、守ってきた文化・文化財の発掘・磨き上げに取り組むことで、町民の歴史文化への関心を高めるととも

に、郷土への愛着を深める文化の向上に取り組みます。また、世界に向けた情報発信や観光振興など、日本遺産のス

トーリーや文化財の活用による交流人口の拡大を図ります。文化・文化財を継承する担い手不足の解消と貴重な文化

財の滅失や散逸を防ぐことなどを考えて、観光や教育などさまざまな分野で積極的に活用します。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

１３００年を超える歴史を持つ大山寺、国の重要文化財や県の指定保護文化財に指定された建物などを含む大山町

所子伝統的建造物群保存地区、こうした大山町の歴史や文化を象徴する文化財は、地域の顔であり、私たちの誇りで

す。 

しかし、過疎化と少子化・高齢化により、伝統的な茅葺住宅や土蔵が維持できずに失われ、世代交代が進むにつ

れ、建物や古くからある家財の文化的価値を知らないまま処分されることも増えました。 

これらの文化財を守るためには、文化財を正しく知ることが大切です。また、地域の風習や今に残る文化・伝統の保

存も大切なことです。そのためには、イベントや講座などでの積極的な情報発信、小中学校でのふるさと学習などの学

びの場を整えていくことが必要です。今残っている文化財がこれ以上失われることのないよう、適切にその価値や魅力

を伝えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「まちの誇りとなる文化財を守り活用しよう」 

 

平均点
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継続推進重点課題

成果検証検討課題
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ まちの文化財を魅力的に発信する 
① まちの文化財の価値を活かすために、その魅力を内外の視点から再発見し、インターネット等を利用した情報発

信を積極的に行い、まちづくりや観光客の誘致、ふるさと教育の推進につなげます。 
② まちの文化財を守りたいという思いを持つ住民を増やすために、重要文化財修理時の見学会や小学校への出

前講座等を開催し、文化財の成り立ちや、どのように次世代へ引き継いでいくのか、催しや体験、展示等で文化
財への理解を深める機会を提供します。 

 
２ 文化財を正しく理解し、保存し、活用する 

① 文化財を大切に守り、活用するには、その文化財の歴史的な背景や物理的な特徴なども適切に把握する必要
があります。現地調査等を継続して行い、現状を記録するとともに地域の歴史をひもときます。 

② 日本遺産の構成文化財である大山町所子伝統的建造物群保存地区、史跡大山寺旧境内等の保存を続けると
ともに文化財全般の保存活用に向けた継続的な取り組みを進めます。 

 
 

 
 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町教育振興基本計画 

・史跡大山寺旧境内保存活用計画 

・史跡大山寺旧境内整備基本計画 

・大山町所子伝統的建造物群保存地区保存計画 

  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

ホームページ閲覧回数
大山町ホームページの各文化財等
項目ページの年間閲覧回数

回

町の文化財　
699

所子伝建地区　
1,265

大山寺旧境内　
260

日本遺産　
102
[R6]

町の文化財　
750

所子伝建地区　
1,300

大山寺旧境内　　
300

日本遺産　　　　　
150

[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

講座・学習会・イベントの開催数
日本遺産ストーリー関連の講座・学
習会・イベントの開催数

回
30

[R6]
30

[R15]
増加傾向の中で、当初値維
持をめざす

日本遺産の認知度
小学生・中学生へのアンケートによ
り「日本遺産を知っている」と回答
した割合

％
78.0
[R6]

80.0
[R15]

減少傾向の中で、当初値以
上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標  

□ 

□
□
□
愛
□
□
人
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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０６ いくつになっても学び続け、行動し続けよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

いくつになっても学びの好奇心・探求心を持ち続けている人や余暇活動で積極的に挑戦している人、コミュニティ

活動やボランティア活動に取り組んでいる人たちなど、いろいろな人たちと交流しながらお互いの活動を高めあい、

自分自身も磨くことで、充実した人生につながる社会教育をめざします。公民館と図書館を中心に学びの環境を整

え、学ぶことの楽しさを伝える取り組みを進めます。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

私たちを取り巻く社会は日々多様化、複雑化し、これまで以上に学ぶことが重要になっています。一方で、仕事や日

常生活は多忙化し、新しいことを学ぶことへの関心を持つ余裕がない住民も増えており、学校以外での学びは、人の

生活状況によって大きな差が生まれています。学び続けることは、社会や地域との関わり、暮らしの楽しさや日々の生き

がいに欠かせない要素であり、より多くの人が、生涯にわたって学びに参加し、新しいことを学ぶ楽しさを実感するた

めの環境づくりが必要です。気軽に学習ができる施設の整備を含めた環境づくり、ライフステージに合わせた学習機

会や実践・発表の場の提供、学びを通じた楽しさと生きがいづくりが重要です。 

実践の場となる公民館では、魅力的な学びや住民の活動を応援する拠点となるよう施設と取組ともに見直しを行っ

ており、学び合いを通して、楽しさや心豊かな暮らしにつながる拠点をめざしています。図書館では本館・名和及び大

山分館の３館が連携し、町民が適切に情報収集できる環境を整備することや、ライフステージに応じた読書活動の推

進、移動図書館車の有効活用、読書ボランティアの育成、各関係機関との連携など、図書館サービスをより充実させて

いくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策（1）「いくつになっても学び続け、行動し続けよう」  
施策（2）「公民館や図書館をもっと活用しよう」 

 

平均点
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高
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重点課題

成果検証検討課題

（2）

（1）

継続推進



 

73 

第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 学びの好奇心を刺激する環境をつくる 
① 社会教育の拠点施設である公民館・図書館を核に、学校・諸関係機関、社会教育団体、地域自主組織と連携し、

住民の学びの好奇心を刺激するような環境をつくり、社会教育の推進に努めます。 
② 生涯学習に関する活動を自らの力で生み出すことのできる住民を増やしていくため、学ぶことの楽しさを伝える

取り組みを進めます。 
 
２ 生涯学習と交流を支える公民館にする 

① 誰もが学びを通じて交流し、互いの活動を高めあい、活性化する開かれた公民館運営をめざします。 
② 生涯学習事業の協働の担い手となる人材の発掘や育成、支援により、学習機会の提供や実践の場づくりを進

めます。 
③ 生涯学習拠点の公民館機能に加えて、住民の交流拠点として活用を進めます。 

 

３ 図書館をもっと利用したくなる場所にする 
① 図書館間のネットワークを活かし、町民に広く迅速に資料提供するとともに、情報データベースの導入等により、

利用者が必要とする情報を提供できるよう努めます。 
② さまざまな利用者のニーズに応じた幅広い資料を収集・整備・保存することで、誰もが本を読むことの大切さや

楽しさを実感できる図書館サービスを実現します。また、移動図書館車の運行により、来館が難しい方への資料
提供サービスに努めます。 

③ 学校・学校図書館、保育所（園）、子育て支援センター、児童クラブ等と連携して、読書環境の充実を支援し、お
はなし会やブックスタート事業等、諸事業により来館を促し、子どもたちの感性を磨き、表現力を高める子どもの
読書活動を推進します。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町教育振興基本計画 

・大山町子どもの読書活動推進計画 

 

 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

学びの機会を生み出す人材の数
サークル活動等の住民主体で行う
学びの場を企画する主催者の数

人
137
[R6]

140
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

学びの機会を提供した回数
サークル活動等の住民主体で行う
学びの場が提供された回数

回
2,475
[R6]

2,500
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

図書館利用者数
図書館（本館・分館）の年間利用
者数

人
16,342

[R6]
16,400
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

図書館レファレンス対応件数
図書館の年間レファレンス（資料相
談）対応件数

件
1,038
[R6]

1,050
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

主要指標
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やりがいのある仕事でにぎわうまちづくり 

 

 

「みんながやりがいを感じられる仕事に励むことで活性化するまち」を将来像に据え、所得

向上、後継者の育成、産業基盤の整備、食の魅力向上など、農林水産業者や商工業者等への

継続的な支援によって、経済と産業の持続可能な発展をめざします。 

また、山と海の潜在力を引き出す観光地域づくりを進めるとともに、企業誘致や起業支援な

どを通じて、多様な働き方とまちで働くことに意欲的な人が増える、にぎやかなまちの実現を図

ります。 

 

 

基本目標 

２ 
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第３部 基本計画 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
□
□
仕
事
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 

 

 

 

76 

０７ 一次産業にあこがれる人を増やそう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

一次産業はやりがいがあると実感できるまちに向けて、恵まれた自然資源と従事者を守り、育て、持続可能な産業

支援を行い、生業として選ばれる一次産業の実現をめざします。これまで培ってきたノウハウ、町内のつながりを活か

しながら、まちの強みとなる農林水産物の価値を高め、よりもうかる一次産業への支援に取り組みます。 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山の裾野に広がる肥沃な土壌とその養分に恵まれた漁場など、豊かな自然に恵まれた大山町の一次産業は、農

業では水稲をはじめ、野菜、果樹、畜産物などが県下有数の生産量を誇っています。林業では町の約６０％を占める森

林を守り、育て、水産業では県下でも有数の漁獲量・漁獲高を誇る沿岸漁業の主力基地を有しています。そのため、大

きな規模で一次産業を展開する専業の人も数多く、それぞれ生産支援や基盤整備に対する支援等を行ってきました。 

一方で、いずれの産業も従事者の高齢化や後継者不足に直面しており、耕作放棄地の増加や森林の放置が課題と

なっています。また、気候変動による水産資源の減少や、すでに農業用水路等の管理が限られた人にのしかかってお

り、大雨による水路破壊なども含めて、生産基盤が機能不全に陥りかねないなどの課題もあります。新たな従事者に

対する周りの従事者や地域の支えのほか、大規模経営者を基幹としながら小規模経営者を下支えするなど、地域全

体で持続的な一次産業としてくことが大切です。  

 これらに対して、機械化・省力化など負担軽減や地域資源の保全や育成への取組、一次産業従事者へのさまざま

な支援など、まちの魅力ある産業を維持・発展させていくことが必要です。また、一次産業や生産基盤を維持していく

ためには、まち全体の理解を深めることも大切です。 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「一次産業にあこがれる若者を増やそう」 

 

検討課題 成果検証
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ もうかる一次産業を実現する 
① 生産組織の生産向上や研究・実証実験への支援、就業相談会や長期研修など、新規就業者の定着を支援する

とともに、技術の伝承等による後継者育成に力を入れ、一次産業の経営基盤を強化し、生産活動を支える人材
の確保・育成を図ります。 

② 次世代を担う就業者が円滑に経営を開始し、安定した経営を早期に行えるように、スマート農業59・水産業の導
入、ＤＸ60の推進による収穫量・漁獲量の増加や作業負担の軽減を実現することで収益性を高め、「もうかる一
次産業」のイメージを広げていきます。 

③ 農業の持続的発展を図るため、規模拡大と営農維持に意欲的な担い手に対して、農地の集積・集約化など経
営の大規模化、法人化による生産性の向上を支援します。安定した収益の確保と安心して営農できる環境を整
え、地域の一次産業の振興につなげます。 

④ 町内の農地を、将来も農地として残し、活かし、耕作し続けるために、地域計画に基づき、遊休農地の発生防止・
解消を図り、町外の個人や企業の新規参入を促す取組を進めます。 

 
２ 大山町ならではの強みを生み出す 

① 大山町は豊かな自然環境に恵まれ、ブロッコリー、白ネギ、梨を代表とする農産物、サザエを代表とする魚介類
の産地として大きな強みを持っています。また、水稲や芝、畜産や酪農などの生産拡大と基盤強化を図ることで、
持続可能でもうかる産業へ移行し、若手生産者のやる気を引き出します。 

 

３ 無理せず一次産業を続けていくことができる環境をつくる 
① 大規模な施設整備や機械を導入するときなど、担い手に必要な支援を行い、生産基盤の強化、農林漁業生産額

の向上をめざします。 
② 大山町鳥獣被害防止計画に基づき、鳥獣による農林水産業等に係る被害防止を行います。 
③ 関係機関と連携し、農業者年金への加入促進を図り、一次産業従事者の生活の安定につなげます。 

 

４ 生産基盤を充実させる 
① 農林水産業の発展のため、生産性の向上、担い手の育成と確保をしやすい環境づくりをめざし、優良農地の保

全、農業用排水路・農道、漁港施設などの生産基盤の機能強化と長寿命化を図ります。 
② 地球温暖化の影響で海水温の上昇が続き、魚介類の分布域も変化する中で、藻場の衰退が加速しているた

め、環境変化に適応し生産力を持った藻場の再生を行います。また、藻場の回復を通じて、二酸化炭素吸収量
の拡大にもつなげます。 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・地域計画  ・大山町農業振興地域整備計画  ・大山町農業経営基盤強化促進基本構想  ・大山町鳥獣被害防止計画 
・大山町ヌートリア・アライグマ防除実施計画書  ・大山町酪農・肉用牛生産近代化計画書  ・大山町森林整備計画   
・特定間伐等促進計画  ・農地等の利用の最適化の推進に関する指針・大山町農業の有する多面的機能の発揮に関する計画 

 
59ロボット技術や AI、ICT などの先端技術を活用し、省力化・生産性向上、品質向上、環境負荷低減等をめざす農業の形。 
60デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)の略。デジタル化によって得られたデータを活用し、組織やビジネスモデル全体を根本的に変革す
ること。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

出前授業・収穫体験の年間開催数
学校での一次産業に関する出前授
業・収穫体験の年間開催数

回
8

[R6]
10

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

一次産業研修生の数
新規の農業水産業研修生の延べ
受入人数

人
8

[R6]
35

[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、年間3人以上の研修生
の受入れをめざす

農地中間管理事業による農地集積
面積

大山町内の農地を農地中間管理
事業を活用して担い手等に集積さ
れている農地面積

ha
1,773
[R6]

2,376
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

遊休農地の解消面積
大山町内の農地に存在する遊休農
地の解消面積単年度目標面積

ha
21

[R6]
22

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

農業産出額 １年間に生産した農産物の産出額 千万円
996
[R5]

1,030
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
□
□
仕
事
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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０８ 自然の恵みを活かして「大山町の顔」をつくろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

大山の恵みを受けた町内の農畜水産物の素材のおいしさにさらなる付加価値を生み、加えて素材の良さを活かし

た商品の開発、支援、情報発信などに取り組み、町内外で広く親しまれる「大山町の顔」となる特産品を通じて、まちの

食の魅力向上と産業振興に取り組みます。 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

町内の農畜産物や林産物、海産物は、地域内ではそのまま楽しむだけではなく、それらを加工・調理する独自の食べ

方でも楽しまれ、その食文化が受け継がれてきました。平成１９年に設立された一般財団法人大山恵みの里公社をは

じめとして、町内産品の価値を高め、流通を拡大させ、商品力を強化する取組が進められてきました。令和３年度には、

「大山おこわ」が文化庁の１００年フード61に認定され、かつての大山牛馬市で親しまれた「大山そば」など、歴史的な

背景から生まれた食文化が現在も息づいています。 

一方で、農林水産物の加工品のブランド化はまだ十分とはいえず、大山町として地域で誇れる商品を生み出すため

に、素材となる農林水産物の生産拡大や安定的な資源確保を継続して進めるとともに、高付加価値を生み出し、町内

の特産品として認識されるような取組が必要です。また、それらを生み出す加工施設等の環境整備や地産地消の仕組

みの強化など、関係機関との連携強化が必要です。 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「自然の恵みを活かして「大山町といえばこれ！」をつくろう」 

 

 
61文化庁が認定する食文化の制度。多様な食文化の継承・振興への機運を醸成するため、地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を 100 年続く食文化「100
年フード」と名付け、文化庁とともに継承していくことを目指す取組。 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 地域食材と大山ブランドを活かして食の魅力を伝える 
① 堆肥や緑肥の施用、耕畜連携による資源循環を通じて、化学肥料や農薬の使用量を低減し、環境に配慮した取

組などにより、付加価値のある農水産物で食の魅力向上をめざします。 
② 大山町産農林水産物の魅力を広く発信するため、効果的なマーケティング62戦略を進め、より多くの人に大山町

の食材の魅力を伝えます。大山町の農林水産物を活用した６次産業化や農商工連携を進め、農林漁業者等の
所得向上と地域経済の活性化を図ります。 

③ 大山の恵みである農林水産物や大山町ならではの食文化を活かした商品開発、販路拡大に貢献するため、関
係団体等の取組を支援します。 

 
２ 食べる場所とつくる場所を活用する 

① 地域食材を使用したメニューの開発など、関係機関等とも連携し、まちの食の魅力を体験できる場所の充実を
図ります。 

② 既存施設を活用し、農水産物の付加価値向上と特産品の研究開発等を行う団体を支援します。 
 
 

 

 
 
  

 
62顧客のニーズを満たす商品やサービスを提供するための企業活動全般のこと。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

日本遺産関商品の開発数
日本遺産の認定ストーリーや構成
文化財を活用したお土産物・旅
行・体験商品やサービスの数

個数
15

[R6]
27

[R15]
増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

道の駅（物販、食堂）における売上
高

道の駅（物販、食堂）の売上高 万円
16,119

[R6]
20,000
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

旧逢坂農産物処理加工所における
年間利用回数

施設の年間利用回数 回
64

[R6]
70

[R15]
近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
□
□
仕
事
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 

 

 

 

80 

０９ 資源や人のつながりで観光や商工業を盛り上げよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

海から山まで表情豊かな自然資源と、まちを盛り上げようと取り組む人や企業・団体など、数多くの資源と力をつな

げ、連携し、各資源のいいところを掛け合わせた魅力的な観光地域づくりに取り組み、年間を通じて多様な観光客が

訪れ、交流人口が増えていくまちをめざします。さらに、消費者に魅力を感じてもらえる商店づくりや、多様化する消費

者ニーズへ対応するため、商工業の経営基盤の体質強化と設備改善、技術水準向上・強化などの支援に取り組みま

す。 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町には、豊かな自然環境や農林水産業の産業資源のほかにも、日本遺産や史跡、伝統的建造物群保存地区

等や国・県・町指定文化財などの歴史的資源、まちの資源を活かして楽しさを生み出す人などの人的資源といった豊

富な魅力があります。これまで、これらの資源を結び付け、大山観光のシンボルである大山を中心とする観光や地域に

密着した商工業の活性化に取り組んできました。 

しかし、まちの観光を担う組織の人材不足や地域に根差した小売店の減少により、にぎわいの喪失や日常生活の利

便性の低下が大きな課題になっています。特に高齢者にとっては身近な商業は欠かせないものです。人口減少が見込

まれる中では、町民の消費だけで産業を維持していくことには限界があり、交流人口と関係人口も巻き込み、地域外か

らの消費を町内産業へと循環していく仕組みを構築していく必要があります。観光・商工業への支援を継続するととも

に、まちのあらゆる資源を活用・発掘し、若者や訪日外国人旅行者など相手に合わせた効果的な情報発信や、あらゆ

る産業とも連携しながら、まちのにぎわいを生み出すことが必要です。 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「資源や人のつながりで観光や商工業を盛り上げよう」 

 

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

重点課題 継続推進
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 地域の資源や人のつながりを観光に活かす 
① 大山観光局（DMO63)や関係団体と協働して、大山町観光基本計画を策定することで、大山町の観光振興の方

向性とビジョンを共有し、観光によって稼ぐことができるまちをめざし、豊かな自然・食・歴史・文化を活用する観
光地域づくりに取り組みます。 

② 観光地域づくりにおいて、住民や事業者が地域に愛着や誇りをもち、参画していくことを促すことが大切です。そ
のためにも、大山町の魅力を町内外に積極的に発信します。 

 
２ 大山町内で消費が生まれやすい環境をつくる 

① 大山町が有する自然・食・歴史・文化を観光資源として活用し、体験交流を主軸としてさまざまな主体が提供す
る観光プログラムの充実を図ります。 

② 大山観光局（DMO)等を通じ、町内外の人的資源を活かし、観光プログラムを提供できる人材や体験指導者の
発掘・育成を支援します。 

③ 環境省と連携した国立公園における滞在体験の魅力向上など、この地を訪れる方の満足度向上につながる取
組を進めます。 

 

３ いつも楽しいことがおこっている大山町を実現する 
① 海と山が近い大山町の特徴を活かした観光地域づくりを大山観光局（DMO）等と協働して進め、スキー場のグ

リーンシーズン活用や、海側の観光振興にも引き続き取り組み、海から山まで楽しめるまちを実現します。 
② 観光情報を収集・発信するとともに、各メディアを活用して、ターゲットに合わせた積極的な情報の発信・提供に

取り組みます。 
③ 既存の観光施設を適切に維持管理し、利用環境の維持・利用者の満足度向上に努めます。 

 

４ 経営基盤の安定と経営体質を強化する 
① 経営基盤の安定と経営体質を強化するため、商工会の経営指導と連携し、経営の改善を進めるため、制度金融

の充実と活用を促進します。 
② 経営指導支援、人材育成、講習会の開催など活動の充実を図るため、商工会等を支援します。 
③ 商工会への支援を通じて、専門分野の研究開発や技術開発・高度化の支援をします。 

 
 

 
 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町観光戦略 

・大山寺地区上質化推進基本計画 

・大山町観光施設事業経営戦略 

・（先端設備等）導入促進基本計画 

  

 
63Destination Marketing/Management Organization の略。地域の観光資源を最大限に活用し、観光客を誘致して、地域経済を活性化させるための「観光地域づく
りの司令塔」となる法人。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

町内旅行消費額
大山観光局（DMO)が独自の算出
式を用いて算出した町内旅行者の
町内での年間旅行消費額

百万円
3,960
[R6]

6,200
[R8]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
□
□
仕
事
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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１０ 若者や女性も働きたくなる仕事を増やそう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

それぞれの人が生き方や働き方にあった仕事を選択できるよう、企業誘致、起業支援、産業支援など、さまざまな支

援によって、大山町で暮らすこと、働くことに意欲的な人たちの喜びにつながるまちをめざします。そのためには、暮ら

しの安定につながる仕事の選択肢を増やし、仕事による自己実現を支え、さらには仕事を通じた地域貢献につながる

よう取り組みます。 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、町内に魅力ある仕事を生み出していくため、企業誘致や若者の雇用の場の確保、あらゆる産業の支援

などを積極的に進めてきました。高速道路網の整備や情報通信基盤の整備が進み、工業団地への企業進出が進みま

した。町内での仕事の選択肢も増えている一方で、地域に密着した産業の後継者不足や消費活動の衰退という状況

もあり、地域の産業を維持・発展させていくための課題が残ります。 

地方での暮らしの課題とされる仕事には、雇用の数だけでなく、それぞれの人の生き方や働き方にあった仕事の選

択肢が求められています。若者や女性、多くの人がやりがいを感じられる仕事の選択肢を増やし、さらには地域経済が

循環することで、地域に密着した既存の産業もまた仕事の選択肢となる好循環が必要です。また、既にあるまちの多く

の仕事と働き方の魅力を町内外に発信し、大山町で働きたい、暮らしたいと思う若者・女性をはじめ、多くの働きたい

人を支援することが大切です。 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「若者がはたらきたくなる会社や仕事を増やそう」 

 

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

重点課題 継続推進
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 若者や女性も働きたくなる企業を誘致する 
① 雇用を生み出すだけではなく、若者や女性も働きやすい企業や町民生活にも利益のある企業、大山町の豊かな

自然環境などの魅力を伸ばし、相乗効果が生まれるような企業の誘致に取り組みます。 
② 情報通信環境を活かして就業できる業種の進出につながるよう、就業場所や生活環境など総合的な相談・支

援体制を整備することにより、地方で活躍できる業種を増やし、職業選択の幅が広がるよう努めます。 
 
２ 進出企業の支援と連携を強化する 

① 進出企業の活動等を支援し、企業の発展と企業従業員等の活性化を図ります。 
 

３ 地域の人材が活躍できる環境をつくる 
① ハローワークや商工会等と連携し、創業を含めて地域の人材が活躍できるきっかけを生み出していきます。 

 

４ 町外の人材の挑戦を受け入れる 
① 町外の人材を地域おこし協力隊として任用し、隊員の思いと地域課題の解決を合わせた地域協力活動を通し

て産業発展を進めます。地域の未来をつくるひとづくりの意識を持ち、隊員の特徴に応じた支援体制の充実を
進めます。 

② 外部人材の視点やノウハウを活かし、地域内の産業や行政運営に効果的な助言等を行う仕組みの活用を図り
ます。 

 

５ 大山町で働きたい若者を支援する 
① 就職促進と移住定住促進のための奨学金の返還を支援し、奨学金返還支援の対象業種を拡大することで、多

くの若者が IJU ターン64できる環境づくりを進めます。 
 
 

 

 
 

 
64I ターンとは、生まれ育った場所で働いたのち、出身地ではない場所へ移住して働くこと。U ターンとは、生まれ育った場所以外で働いたのち、再び生まれ故
郷に戻って働くこと。J ターンとは、地方出身者が一度都会で就職し、地元から近い都道府県や市町村に移住して働くこと。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

創業件数
大山町商工会が把握している創業
件数

件
4

[R6]
6

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

大山町未来人材育成奨学金の支
援者数

大山町未来人材育成奨学金支援
助成金を活用した人の数

件
4

[R6]
10

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

主要指標
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いつまでも安心安全に生きがいを持って暮らせる

まちづくり 

 

 

「安心して過ごせる「しくみ」と安全で快適に暮らせる環境の「かたち」が揃っているまち」を

将来像に据え、子育て・保健・医療・福祉等の「しくみ」の充実と住宅・交通・防災等の「かた

ち」の強化によって、安心安全な暮らしの確保をめざします。 

「しくみ」では、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援や食と運動を柱に据えた健康づく

り、高齢者支援や障がい者支援などを通じて、誰もがお互いに尊重し、理解し、助け合う、健や

かな暮らしの実現をめざします。 

「かたち」では、道路・水道・通信等のインフラの安定供給と住宅整備や交通支援、資源リサ

イクルの推進や防犯防災体制の強化など、安全で快適な暮らしを支えます。 

 
 

基本目標 

３ 
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第３部 基本計画 
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１１ 新しい家庭を築くことに希望がもてる環境をつくろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

結婚や子育てをサポートするための支援や情報発信を行うことによって、新しく家庭を持つ世代が安心して生活で

きる環境を整えます。また、町民一人ひとりが将来への希望を抱けるまちの実現に向けて、交流の場の創出やまちの

魅力発信に取り組みます。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

令和６年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」(子ども家庭庁)では、既婚者の出会いのきっかけ

は、「マッチングアプリ」次いで「職場や仕事関係・アルバイト先」、結婚意向がある未婚者が考える結婚へのハードル

は、「出会いの場がない」次いで「結婚しているイメージができない」や「家族を養えるほど経済力がない」でした。町

内では、都市部に比べると人口や職場の数が少なく、出会いの場が限られる状況にあり、結婚をしたいと思う人たちの

希望を実現するために、人と人との交流を生み出すきっかけづくりなど必要な支援が求められています。また、家庭を

持つことの経済的な負担に対しては、大山町ではこれまで子育ての負担軽減の取組を積極的に進めてきました。今後

は、子育ての負担軽減策だけでなく、住居や仕事なども含めた多方面の施策を通じて、将来への不安感を軽減し、新

しい家庭を築くことに希望が持てる環境をつくることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「新しい家庭を築くことに希望が持てる環境をつくろう」 

 

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度
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要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

重点課題 継続推進
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 出会いのきっかけをつくる 
① 同世代や多世代での交流を生む機会の提供や結婚を望む人たちが集う場づくりを通じて、結婚や新しい家庭

を築くことに魅力を感じる人たちを積極的に支援します。 
 
２ 妊娠・出産に希望と安心感を持てる支援を実現する 

① 町民の皆さんが安心して妊娠・出産が望めるよう、医療費助成制度、保育サービスや子育て支援策に関する情
報の発信を強化し、必要な支援を確実に届けます。 

② 妊娠中や出産後、子育て中の方々がお互いに支え合い、情報を共有しながら安心して交流できるような居場所
づくりを進め、地域のつながりを育む環境の整備を図ります。 

 
 

 

 
 

  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

県内西部圏域でのマッチングイベ
ント開催回数

県内西部圏域でのマッチングイベ
ント開催回数

回
1

[R6]
1

[R15]
当初値維持をめざす

大山町で子育てをしたいと考える
保護者の割合

「健やか親子21」に基づいた3・4
か月、1歳6か月、3歳児健診のア
ンケートで、「この地域で今後も子
育てをしていきたいですか。」に「そ
う思う」「どちらかといえばそう思
う」と回答した割合

％
98.6
[R6]

100
[R15]

横ばい傾向の中で、対象の
保護者数の100％をめざす

主要指標
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１２ 安心して子育てができる環境をつくろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

子どもが健やかにのびのびと成長するよう子育てに関する制度面での支援や相談体制の強化、地域社会全体で

子育てに関わり、妊娠・出産・子育ての切れ目のない包括的な支援体制の整備を進めます。また、子どもの権利擁護

や安定した生活に対する支援体制を強化します。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、子育ての負担軽減策によって、出産・子育てに関する環境整備が進んできました。しかし、依然として、

出産・育児への不安や、子育てに対する身体的・精神的・経済的な負担を感じる保護者や家庭も少なくありません。こ

のため、今後もこれらの負担軽減を図っていく必要があります。 

これらの課題に対しては、制度面での支援とともに、地域全体で子どもを育てるという環境づくりが必要です。出産

後も社会とのつながりを持ち続けられる環境の整備、妊娠・出産から子育てまでを切れ目なく支援する体制の整備が

重要です。また、地域全体で子どもを見守り育てるという安心感を生み出すことにより、出産や子育てに対する前向き

な意識を支えることも必要です。 

加えて、虐待などにより保護が必要な子どもや障がいのある子ども、ひとり親家庭など、それぞれの状況に応じた支

援を行うため、地域が一体となって寄り添い、すべての子どもが笑顔で成長できる環境をさらに充実をさせていく必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「新しい家庭を築くことに希望が持てる環境をつくろう」 

 

検討課題 成果検証
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 安心して子育て支援を受けられる環境をつくる 
① 乳児保育・一時保育・延長保育・病児や病後児保育など、いろいろなニーズに対応した、保育サービスの充実を

図ります。 
② 放課後児童クラブ、ファミリー・サポート・センター事業や子育てサークルの支援を行い、住民が身近な場所で安

心して子育て支援を受けられる環境整備を進めます。 
③ 子育て世帯の経済的な負担が軽減できるよう支援していきます。 

 
２ 地域みんなで子育てする 

① 保育所や学校、地域子育て支援センター、児童館といった関係機関に加え、地域で行われているさまざまな子
育て支援と連携し、地域住民が身近な存在として子育て中の保護者や家庭を支え、地域社会全体で子育てを
支える仕組みの強化・充実を進めます。 

② 健康相談や各種健診体制の充実をはじめ、親子がともに心身ともに健やかに生活できるよう、切れ目のない支
援体制の整備を進めます。 

③ こども家庭センターを総合相談窓口とし、すべての子ども、妊婦、その家族が明るく元気に過ごせるために、それ
ぞれの事情に応じた情報やサービスなどを提案・提供します。 

 

３ 地域の中で自分らしく成長していく環境をつくる 
① 障がいのある子どもが、一人ひとりの能力や可能性を最大限に伸ばし、自立して社会参加できるためには、幼

少期から適切な支援をしていくことが大切です。子ども自身が自分の適性・能力を十分に発揮していくために
も、子どもやその家族へのきめ細やかで切れ目のない支援体制の充実を推進します。 

 

４ ひとり親家庭の支援を充実させる 
① 安定した生活が送れるよう各種助成制度や貸付制度の情報を伝え、積極的な活用を支援します。また、保護者

が抱えているさまざまな不安や心配事を相談することができる体制を充実します。 
 

５ すべての子どもの権利をまもる 
① 子ども一人ひとりの意見が尊重されるよう、こども家庭センターが主体となって児童の権利の普及と擁護に努

めるとともに、要保護児童対策地域協議会の機能を最大限に活用し、支援対象児童等の早期発見及び適切な
保護又は支援を図ります。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町地域福祉計画・大山町地域福祉活動計画 

・大山町障がい者プラン（第３期障害児福祉計画） 

・大山町子ども・子育て支援事業計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

町内保育園・保育所の待機児童数 町内保育園・保育所の待機児童数 人
0

[R7]
0

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

ファミリー・サポート・センター活動
件数

ファミリー・サポート・センターの延
べ活動件数

件
155
[R6]

165
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値以上をめざす

子育て支援センター子どもの利用
割合

子育て支援センターを利用した未
就学児の割合

％
23.5
[R6]

24.7
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値以上をめざす

主要指標
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１３ 普段から健康な暮らしを意識しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

ライフステージに応じた健診や予防接種などをはじめ、それらと食と運動を柱に据えて、町民総健康づくり運動を進

め、町民一人ひとりが自身の健康に主体的に向き合い、日ごろから健康を維持し、病気の重症化や生活習慣病等の

発症を未然に防ぎ、すべての世代が健やかに安心して暮らせる保健・医療環境をめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、がんや脳血管疾患、循環器疾患、じん不全のリスクがある人が国や鳥取県の平均よりも高く、死亡率も

その影響を受けています。特定健診の結果でも、男性のメタボリックシンドローム該当者・予備群が女性の２．５倍以上

であることや、血糖とＬＤＬコレステロールの有所見者が男女とも国よりも高いことが明らかになっています。また、複数

の問題を抱える人々が、より質の高い生活を送るために、保健・医療・福祉の連携が必要となります。 

第二次大山町総合計画以降これらの３つの分野を充実させ、連携を強化してきました。今後も町民の健康な暮らし

に向けて、３つの分野のさらなる充実・連携を進め、すべての町民が自らの健康課題を把握し、自分にあった心と体の

健康づくりに自主的に取り組む環境づくりが必要です。また、地域医療を深化し、地域医療での予防的な支援や重症

化の予防、持続可能な医療環境の確保が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「普段から健康な暮らしを意識しよう」 

 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ ライフステージに応じた健診や予防接種を実施する 
① 住民一人ひとりのライフステージに応じた健診や予防接種などを適切に実施し、病気の早期発見と予防を図り

ます。 
 
２ 健康づくりを支える体制を充実させる 

① 普段から自分の心身の健康を気にかけ、自ら健康維持に取り組める住民を増やしていくため、普及啓発や健康
教育、健康相談の機会を設けます。 

② 保健・医療・福祉の分野が緊密に連携しあい、住民の生活全般を一体的に支援する体制を実現していきます。 
 

３ 町民総健康づくり運動を推進する 
① 食、運動、健診を柱に据えた町民総健康づくり運動を展開します。健康づくりに関係のある民間の組織・団体や

地域自主組織、集落の保健推進員、福祉推進員や食生活改善推進員などと緊密な連携を図りながら取り組み
ます。 

 

４ 心の健康づくりを推進する 
① 心の病に対する理解を深めるための啓発に取り組み、地域全体で心の健康を守る社会づくりをめざします。 
② 心の不調を抱える人が早期に相談、支援につながるよう、相談支援体制の整備を図ります。 

 

５ 地域医療・保健を充実させる 
① 地域住民の医療を確保し、住民に身近なかかりつけ医として地域の医療ニーズに対応するため、民間医療機関

と連携しつつ、継続的かつ安定的に良質な医療が提供できる診療所運営に取り組みます。また、安定的な医療
サービスの確保に向け、医療人材の確保・育成や地域医療体制の充実に努めます。 

② 健診や保健指導の充実を図ることで、生活習慣を原因とする疾病の重症化の予防やがんなどの早期発見、早
期治療に結びつくよう努めます。健康診査の結果、特定保健指導などが必要と認められた方には積極的に保健
指導を進め、健康についての意識や日々の行動の改善につなげます。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町国民健康保険保健事業計画（データヘルス計画）  ・大山町特定健康診査等実施計画 

・大山町自死対策計画  ・大山町新型インフルエンザ等対策行動計画 

・大山町国民健康保険事業計画  ・大山町国民健康保険診療所運営計画 

  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

健康教育実施回数・参加者数
健康推進課で他機関との連携も含
め実施した健康教育実施回数と延
べ人数

回
人

58
1,190
[R6]

60
1,200
[R15]

増加傾向の中で、大山町
データヘルス計画の目標値
を適用し、当初値以上をめ
ざす

特定健康診査実施率
40歳から74歳の国保被保険者の
うち、特定健康診査を受診した人
の割合

％
37.0
[R6]

60.0
[R15]

増加傾向の中で、大山町
データヘルス計画の目標値
を適用し、当初値以上をめ
ざす

血圧未治療者割合
血糖未治療者割合

特定健康診査受診者のうち、血圧
分類Ⅱ度以上の未治療者の割合と
HbA1c6.5以上の未治療者の割
合

％
3.15
1.28
[R6]

2.70
1.02
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、大山町データヘルス計
画の目標値を適用し、当初
値以下をめざす

自死者数
自殺の統計：地域における自殺の
基礎資料で公表された人数

人
4

[R6]
0

[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、大山町自死対策計画
の目標値を適用し、当初値
以下をめざす

主要指標
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１４ 心も体も健やかな暮らしにつながる食育を実現しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

健康への関心の高さにかかわらず町民誰もが健康的な食生活を送れるように、地域の食の恵みの豊かさを活かし

ながら、産学官民が連携してライフステージにあった食の環境づくりを進めます。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

食習慣は、心と体の健康を支える土台であり、人生を通じた暮らしの質にも大きな影響を与えます。これまで大山町

では、食育の取組を礎に、庁内関係各課の連携や各分野・団体とのネットワークを活用しながら、多方面から主体的に

食育に取り組んできました。特に、循環器系疾患や糖尿病など生活習慣病の予防が重要な課題となっており、日々の

食生活を見直すことがこれまで以上に求められています。学校給食への県内産食材の活用や子ども・保護者向けに

食を通した支援も必要です。さらには、ライフスタイルや家族の形態、食の選択肢はますます多様化しており、学校や家

庭だけでなく地域全体で食育を進め、健康や食に対する関心が高くない人への働きかけも求められます。 

そのため、生産者と消費者との距離の近さと食の恵みの豊かさを活かし、地産地消や食文化の継承などの側面か

らも、産学官民が連携して、誰もが自然に健康になれる食環境づくりを進め、健やかな暮らしにつなげていくことが重

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「心も体も健やかな暮らしにつなげる食育を実現しよう」 

 

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

継続推進重点課題

成果検証検討課題
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 子どもたちに町内の食の恵みの豊かさを伝える 
① 町内の生産者と連携し、子どもたちに地域でとれた食材のすばらしさを実感してもらう地産地消の学校給食を

継続して進めていきます。また、学校の中だけでなく、家庭とも連携し、家での基本的な生活習慣を身につけても
らうための教育を進め、子どもたちが心も体も健やかに育つための食生活を実現します。 

② 食材がどのような人の手で、どのようにつくられたのかを伝えるために、生産者との交流の場をつくるなど、地
域が一体となって、町内の食の恵みの豊かさや正しい知識を共有するための食育をめざします。 

 
２ それぞれの人のライフステージにあった食習慣を実現する 

① 生涯を通じた心身の健康を支えられるよう、乳幼児期からの基本的な食習慣の形成に向けて、幼児やその保護
者を対象とした食育を進めます。 

② 減塩やバランスのとれた食事の工夫などを無理なく実践できるよう、誰もが自然に健康になれる食環境づくり
を産学官民が連携して進めていきます。 

 
 

 
 
 
  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

学校給食用食材の県内産食材使
用率

町内学校給食食材における県内産
食材使用率

％
87.0
[R6]

87.0
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

朝食を毎日食べる小中学生の割
合

各学校実施アンケートで、朝食につ
いて「毎日食べる」と回答した者の
割合

％
87.0
[R6]

90.0
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

朝食を毎日食べる未就学児の割
合

3歳児健診の食生活アンケートで、
朝食について「毎日食べる」と回答
した者の割合

％
94.0
[R6]

98.0
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

収縮期血圧有所見者割合
特定健康診査受診者のうち、収縮
期血圧140㎜Hg以上の割合

％
50.3
[R6]

48.0
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、大山町データヘルス計
画の目標値を適用し、当初
値以下をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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１５ 高齢者の安心快適な暮らしと生きがいを支えよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

高齢者が要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、住まい・医療・介護・予防・

生活の一体的な支援に取り組みます。また、地域で暮らすさまざまな人の多様性を認め合い、支え合い・助け合いの

精神で高齢者の自立を支援し、地域社会への参加などを通じた高齢者の生きがいづくりと誰もが共に生きる社会づ

くりをめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

国では、２０４０年には、いわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上になることに加え、８５歳以上人口の急増、生産年齢

人口の急減など、高齢化がさらに進展することが見込まれています。大山町ではこれまで、高齢者が可能な限り住み

慣れた地域で、その能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、地域共生社会の中核的な基盤となる地

域包括ケアシステム構築に向け、計画を推進してきました。今後の高齢化の進展に伴い、介護と医療の双方を合わせ

たサービスの需要など、さまざまなニーズのある要介護高齢者の増加が見込まれる中、介護サービスに留まらず自立

した日常生活の支援を包括的に行う地域包括ケアシステムの重要性はますます高まっています。 

また、介護を支える人的基盤の確保や生産性の向上、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用していくことが

重要です。さらには、人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉え、地域の実情に応じた介護サービスを計画的に

実施することが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「困った時に困ったと言い合える関係性をつくろう」 

 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 介護予防事業や介護サービスの提供体制を充実させる 
① 適切な医療サービス等により疾病予防、重症化予防を促進し、フレイル65予防や健康づくりが身近な場所でで

きるよう支援します。 
② 生活機能の低下がみられる方に、機能回復のための訓練等を行い、介護予防の取組を強化します。 
③ 介護保険サービス事業の安定的な提供に向けた施策の検討や介護給付の適正化など、サービス提供のため

の体制づくりを進めます。 
 
２ 高齢者の生きがいづくりと社会参画を推進する 

① 老後の生活が豊かなものになるよう、高齢者が多様な社会活動の場に参加できるよう支援します。 
② 高齢者が培ってきた知識や技能、経験を地域社会に還元する仕組みを通じて、地域社会とのつながりの維持を

めざします。 
③ 高齢者の閉じこもりを予防し、地域交流への参加を促進することで健康寿命の延伸を支援します。 

 

３ 安心快適な暮らしを確保する 
① 高齢者やその家族が安心して生活することができるような体制を整え、関係機関が協力・連携する取組を推進

します。 
② 高齢者が地域や利用施設において尊厳のある生活を維持し、安心して生活ができるよう高齢者の権利が守ら

れ、養護者が適切に介護できるよう支援します。 
③ 医療・介護のサービスがスムーズに利用でき、人生の最終段階まで本人による意思決定を基本とした生き方が

できる体制整備を検討します。 
④ 高齢者の尊厳保持と自立生活支援のため、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続ける

ことができるよう、包括的な支援・サービス提供体制の構築を推進します。 
 

４ 認知症施策を推進する 
① 認知機能が低下した方が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症の方やその家族の視

点を重視しながら、安心して生活を続けるための取組を継続します。 
② 認知症に関する情報交換・相談・勉強の場を設け、介護者の孤立感や身体的・精神的な負担の軽減につなげま

す。 
 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町地域福祉計画・大山町地域福祉活動計画  ・大山町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画  

 
65 加齢に伴い筋力や活力が低下し、要介護状態になりやすい虚弱な状態。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

自ら介護予防に取り組む人数
一般介護予防事業及び地域介護
予防活動支援事業を利用している
人の人数

人
6,560
[R6]

7,000
[R15]

増加傾向の中で、大山町高
齢者福祉計画・第9期介護
保険事業計画の目標値を適
用し、当初値以上をめざす

主観的幸福感
介護予防・日常生活圏域ニーズ調
査において健康について（問7）で
幸福と回答した者の割合

％
55.2
[R4]

60.0
[R15]

増加傾向の中で、大山町高
齢者福祉計画・第9期介護
保険事業計画の目標値を適
用し、当初値以上をめざす

地域活動への参加意向割合

介護予防・日常生活圏域ニーズ調
査において地域での活動（問５）で
地域活動に参加したいと回答した
者の割合

％
6.9
[R4]

10.0
[R15]

横ばい傾向の中で、大山町
高齢者福祉計画・第9期介
護保険事業計画の目標値を
適用し、当初値以上をめざ
す

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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１６ 誰もが自分らしく暮らせる共生のまちをつくろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

身近な地域において、人と人が世代や背景を超えてつながり、相互に役割を持ち、「支え手」「受け手」という関係を

超えて支え合う取組を支援します。これにより、障がいのありなしに関わらず、住民一人ひとりが、生活における楽しみ

や生きがいを見出し、さまざまな生きづらさを抱える場合でも、社会から孤立せず、安心してその人らしい生活を送る

ことができる環境づくりをめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

これまで、日本の社会保障制度や公的な福祉サービスは、子ども・高齢者・障がい者といった対象者の属性や要介

護・虐待・生活困窮といったリスクごとに制度を設け、現金・現物の提供や専門的支援体制の構築を進めることで充実

してきました。 

 その一方で、共働き世帯の増加や高齢者の増加により子育てや介護の支援がこれまで以上に必要となる中、核家

族化やひとり親世帯の増加、地域のつながりの希薄化等により、家族内又は地域内での支援力が低下している状況

にあります。その結果、社会的孤立をはじめとして、生きづらさを抱えながらも既存の制度の対象になりにくいケースや

個人や世帯が複数の生活上の課題を抱え複雑化するケースが明らかになっています。 

大山町でもこうした課題に対して、これまでのような対象者ごとの縦割り制度による公的な福祉サービスだけでは

対応が難しい状況となっています。また、今後は単身世帯や単身高齢者世帯の増加が見込まれ、孤独・孤立がより一

層深刻な状況になると考えられます。誰もが相談しやすい環境づくりや多様なつながりを地域に生み出すことを通じ

て、身近な地域でのセーフティネットを充実・強化していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「障がいのあるなしに関わらず、自分らしい暮らし方を 

楽しめるまちにしよう」 

 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 地域の中で自分らしい暮らしができる環境をつくる 
① 障がいのある方やその家族等が、地域で生活する上で必要な福祉サービスや社会資源について、身近なところ

で相談できるよう相談支援体制の充実に努めるとともに、支援機関等の連携により、必要な方に必要なサービ
スが届くよう、地域の中で柔軟な生活支援ができる体制を強化します。 

② 安定的な障害福祉サービスの確保に向け、町内障害福祉事業所との連携を強化し、サービス提供事業者の体
制整備を支援します。 

③ 障がい者福祉団体の活動を支援し、会員同士や団体同士の親睦や交流を図ります。 
④ 大山町で生まれ育った方が、地域の中で成長し、自分の特性を活かしながら働くことができる環境づくりを支援

します。 
 
２ すべての人の地域社会への参加を実現する 

① たとえ判断能力が不十分で、自らにとって必要なことを主張したり、一人で選択・決定したりすることが難しい状
態になっても、地域社会に参画し、その人らしい生活を継続できるよう、必要な権利擁護の支援につなげること
ができる地域の仕組みづくりを推進します。 

 

３ 包括的な支援体制を構築する 
① 子育て・介護・障がい・生活困窮分野の各相談支援事業者が、相談者の属性に関わらず包括的に相談を受け

止め、多機関が連携を図りながら複雑化するケースの支援を行います。 
② 民生児童委員やおせっかい人（リンクワーカー）による地域での見守り活動を強化し、課題が深刻化する前の

早い段階で必要な支援につなげる体制を推進します。 
③ 多様な課題を抱える世帯や閉じこもりがちで健康状態の不明な高齢者等を把握し、必要なサービスにつなげる

保健と介護予防の一体的な支援を実施します。 
 

４ 孤立を防止し、支え合う地域をつくる 
① 孤立しないためには、困ったときに困ったと言い合える関係性が大切です。誰一人取り残されることなく、社会と

つながりを持ち、安全・安心に暮らすことができるよう、関係機関と連携しながら、社会的自立を後押しする環境
をつくります。 

② 同じ地域に住む住民同士が助け合い、協力し合って課題を解決できるよう、地域自主組織、社会福祉協議会等
との連携を推進します。 

 

５ 災害時、地域で共に助け合える体制を備える 
① 自然災害や火災等が発生した時に備え、日頃から地域住民同士のつながりを深め、互いに助け合う仕組みや

方法を確認し、自主防災組織等と連携して支え合う体制づくりを推進します。 
 

 

 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町地域福祉計画・大山町地域福祉活動計画  ・大山町障がい者プラン（第７期障害福祉計画） 

・大山町障がい者プラン（第３期大山町障害者計画）  ・大山町障がい者プラン（第３期障害児福祉計画） 

・大山町高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

大山町障害福祉事業所連絡会の
開催数

大山町障害福祉事業所連絡会を
開催した回数

回
0

[R6]
4

[R15]
当初値以上をめざす

災害時避難行動要支援者の登録
数

町内の災害時避難行動要支援者
の台帳登録件数

件
21

[R6]
100

[R15]

横ばい傾向の中で、災害時
避難行動要支援者の対象者
のうち、優先登録推奨者の見
込数の90％をめざす

「住みやすい」と思う住民の割合
大山町地域福祉アンケートで、「大
変住みやすい」「住みやすい」と回
答した者の割合

％
64.5
[R4]

65.0
[R9]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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１７ すべての人がかけがえのない存在として大切にされるまちをつくろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

大会やセミナーの開催などを通じた町民の人権意識の高揚によって、すべての人が大切にされ、それがあたりまえ

に根付いたまちをめざします。すべての人が地域の中で排除されることなく、自分の居場所や役割、生きがいを見つ

け、同じまちでともに暮らす共生の社会に向けて、大山町で暮らす一人ひとりが意識し、行動できるようより取組を充

実させます。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

人権問題は、年々多様化、複雑化しています。そのことをより多くの町民に知ってもらうため、大山町では年齢、性別、

国籍、障がいの有無などを問わず、すべての人が暮らしやすく自立した社会生活を送るための人権啓発事業などに取

り組んできました。また、さまざまな人権問題について関心を持ち、自ら活動に関わる住民の数が年々増加してきてい

ます。 

誰とでも隔たりなく接することが、あたりまえにできるまちを実現していくためには、さまざまな立場の人たちと交流

し、お互いに理解し合う機会をより多く提供していくことが必要です。それにより、お互いを認めて尊重しあい、受け入

れることの大切さを実感する人たちを増やしていかなければいけません。また万が一、人権を侵害する問題が起こった

ときには、すぐに相談ができ、迅速な支援を受けられる場所を備えておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「すべての人がかけがえのない存在として大切にされる 

まちをつくろう」 

 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ あらゆる人権を尊重するまちを実現する 
① 人権・同和教育推進大会、人権・同和問題小地域懇談会、みんなの人権セミナーなど、人権についての意識を

高める取組を進め、住民一人ひとりが、誰とでも隔たりなく接することの大切さをしっかり認識する機会を充実さ
せていきます。また、大山町全体でその意識を広めていくため、住民や企業・団体との連携も進めていきます。 

② 大山町人権・同和教育推進協議会の運営を支援し、より充実した啓発活動の取組を実現します。 
 
２ 地域福祉の向上と交流の場である各センター運営をより充実させる 

① よりよい福祉や人権についての意識を高めるための拠点となる地域に密接したコミュニティセンターとして、中
山ふれあいセンター、人権交流センター、中高ふれあい文化センターが設置されています。その運営や各センタ
ーを拠点として進められる地域交流促進事業をさらに充実させていくことで、人権について気軽に相談できる
場づくりや人権に関する正しい情報の発信、地域内外の多様な人たちの交流の機会づくりに取り組んでいきま
す。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町人権施策総合計画 

・大山町再犯防止推進計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

人権啓発事業の参加者数
人権セミナー・推進者養成講座・推
進大会の参加人数

人
356
[R6]

410
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値以上をめざす

アウトリーチによる相談件数
生活相談員のアウトリーチによる訪
問相談件数

件
176
[R6]

200
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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１８ 「男らしさ」「女らしさ」ではなく「自分らしさ」を大切にしよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

啓発事業の取組を通じて、町民の人権意識の高揚を図り、男女共同参画社会を推進します。性別による固定観念

にとらわれず、すべての人がその人の個性と能力を活かして社会とつながり、いきいきと楽しく暮らすことができるよう

支援するための環境づくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

国の第５次男女共同参画基本計画では、「２０３０年代には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位に

ある人々の性別に偏りがないような社会となる」ことをめざしています。 

大山町でも、平成１８年度に「男女共同参画プラン」を策定、平成２４年度に「大山町男女共同参画推進条例」を制

定し、性別に関わらず誰もが活躍できる男女共同参画のまちづくりを着実に進めてきています。 

近年、地方においては、若年女性の都市部への人口流出が増大しており、固定的な性別役割分担意識や性差に関

する偏見、無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の根強い存在や、企業経営者や管理職等の理解が足りず、

女性にとってやりがいが感じられず働きにくい環境にあることなど、家庭・地域・職場で女性の居場所と出番が奪われ

ていることなどが課題として考えられています。 

各種審議会等の女性比率を、女性の発言権が確保できるとされる３０％以上をめざす取組を引き続き推進し、誰も

が暮らしやすく働きやすい環境整備をめざして啓発や支援を進め、住民一人ひとりの具体的な行動変容につなげるこ

とが必要です。 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「「男らしさ」「女らしさ」ではなく「自分らしさを」を大切にしよう」 

 

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50
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0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

継続推進重点課題

成果検証検討課題
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 誰もが自分らしさを活かして生きることのできる環境をつくる 
① 性別に関わらず誰もが自分らしさを活かしていきいきと楽しく暮らすことのできる男女共同参画社会の大切さ

やその実現について、いまだに根強く残る固定的性別役割分担意識や、ジェンダー意識にとらわれた家事・育
児や介護などの負担の女性への偏り、地域や職場などでの個人の能力発揮が阻害されるなどの現状の解消
に向け、男女共同参画講座、男女共同参画週間、みんなの人権セミナーなどにおける啓発活動を通じて、広く伝
えていきます。 

② 誰もが共同参画できる社会づくり計画（第４次大山町男女共同参画プラン）にある基本テーマ、「人権尊重の推
進、男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり」「誰もがともに活躍できる環境づくり」「誰もが安心して安全
に暮らせる社会づくり」に向けて、それぞれの発達段階や、家庭・地域・職場、政策決定の場への参画など、関係
各課で取り組み、家庭・地域・職場などあらゆる場面において協働・連携による取り組みを進めます。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町誰もが共同参画できる社会づくり計画（第４次大山町男女共同参画プラン） 

・女性活躍推進法に基づく大山町特定事業主行動計画 

 

 

 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

男女共同参画推進企業数

鳥取県が推進する男女共同参画
推進企業の数（パワーアップ企業・
スタートアップ企業、イクボス・ファミ
ボス宣言企業）

社
22

[R6]
30

[R15]
増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

管理職に占める女性の割合
大山町役場管理職に占める女性
の割合

％
37.5
[R7]

40.0
[R15]

増加傾向の中で、女性活躍
推進法に基づく大山町特定
事業主行動計画の目標値を
適用し、当初値以上をめざ
す

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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１９ 暮らしを支える住宅環境を充実させよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

住宅整備や周辺環境の整備によって日々の暮らしの基盤となる住環境を充実させ、大山町に住み続けたくなるよう

な暮らしやすい環境づくりを進めます。また、空き家の有効活用や新築住宅等への支援など、利便性だけでなく住む

人のニーズを満たし、住む場所として選ばれるまちをめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、住環境の整備に宅地開発や町営住宅の整備を行ってきました。近年は人口減少に伴って空き家が増

えており、令和５年から令和６年の空家調査では、５００軒余りの空き家があることが判明しました。しかし、住民が不在

（空き家）となっても、墓参りや盆・正月で親族が集まる場として利用される場合が多く、すべての空き家が活用できる

状況ではありません。また、完全に利用されなくなったときには、既に老朽化や破損等により、利用ができない物件も多

くあります。 

一方で、山陰道インターチェンジや公共施設の周辺など、利便性の高い地域には民間資金による宅地が増加し、人

口が増加している地域もありますが、町全体では依然として減少傾向にあります。ＩＪＵターン者の意見では、大山町に

住みたいが住む家がないといった意見も多く、需要に対して供給が見合っていない状況です。住みたいときにいつで

も家を借りられる状態であることは大切です。また、集落活動を移住の妨げにあげる声もあり、今後、住宅の利便性の

ほかにも世帯状況や労働状況などのニーズに応じた自由度の高い住宅や環境の整備が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「ＩＪＵターンの受け皿となるかっこいい住まいをつくろう」 

 

成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度
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-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

継続推進重点課題

検討課題
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 民間の力を活かして住みやすい住まいを提供する 
① 公的機関や民間事業者と協力しながら、ニーズに応じた分譲宅地の整備を進め、住宅用地を提供します。 
② 民間の宅地開発を誘導するため、候補地を検討し、適宜、情報提供を行うとともに開発誘導するための支援を

行います。 
 
２ 町営住宅の改修と更新をする 

① 若者のライフスタイルに合った、住みやすく魅力を感じる住宅の供給をめざします。また、耐用年数を経過した町
営住宅について、戸建て住宅については改修等を行い、払下げを促進し、コンクリート造集合住宅については解
体し、利活用を図っていきます。 

 

３ 住まいの周辺環境を整備する 
① 町が管理する公園・広場の公共空間は、より人が集い、利用しやすい空間となるよう、快適な環境となる維持管

理に取り組みます。 
 

４ 移住希望者へ向けて情報発信する 
① 移住交流サテライトセンターにおける移住相談体制の充実、移住希望者向けの独自イベントの開催など移住の

足掛かりとなるような取組を行います。大山町を知ってもらうために都市部で開催される移住相談会へ参加し、
大山町の魅力をＰＲします。 

 

５ 大山町に住み続けたい人へ向けて支援する 
① 大山町内に定住したい人の住宅確保のため、ニーズに応じた支援を行うよう努めます。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・地域住宅計画Ⅲ期  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

分譲宅地の整備
民間企業が手掛ける町内の分譲
宅地の造成区画数

区画
132
[R6]

280
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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２０ 次世代のために土地や建物を管理し有効に使おう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

次世代の暮らしにつなげていくために、空き地や空き家の有効活用に向けた適正管理の促進と支援を行い、安全

な住環境の整備と資源の有効活用により、住宅の選択肢を増やし、住まいの充実をめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

空き家を放置することは、景観の悪化や防犯・防災上のリスクの増加など周辺環境の悪化を招き、地域全体の活力

の低下につながります。独居や高齢者世帯から空き家になるケースが多く、施設に入ったり亡くなったりした際には、兄

弟・姉妹や子等が町外に転出していることから、そのまま放置されてしまうというケースが多くみられます。空き家の中

には、老朽化や風雪被害により、危険家屋や特定空家等になるものが年々増加しています。不動産登記法改正により

相続登記が義務化されましたが、相続を放棄する件数が増え、特定空家等に認定されるまで放置され続け、行政によ

り除却せざるを得ない空き家が増えることが懸念されます。利活用できる段階で物件を流通させることが、この問題を

解決する方法の一つとして考えられ、所有者・当事者としての問題意識を持って関わっていくよう正しい理解を促して

いくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「ＩＪＵターンの受け皿となるかっこいい住まいをつくろう」 

 

成果検証

平均点
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継続推進重点課題

検討課題
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 空き地・空き家を使いたい人につなげる 
① 自ら利用する見込みがない土地・建物は、相続登記等により土地・建物の所有権を確定させるよう促し、利用し

たい人につなげるよう取り組みます。利活用希望者がライフスタイルに合わせた土地・建物を選択できるよう物
件の確保を行い、不動産事業者との官民連携の構築等により、円滑に手続きができる体制づくりをめざします。 

 
２ 危険家屋、特定空家等の除却を推進する 

① 周辺に危害を及ぼす可能性のある物件には、所有者、管理者または相続人に対して適正管理を促し、危険家
屋、特定空家等の除却が進むような施策を推進します。 

 

３ 危険家屋、特定空家等の認定と対策を実施する 
① 有識者で構成する審議会で空き家の状況を踏まえた措置に意見を求め、空き家対策を進めます。危険家屋、特

定空家等は、空家等対策の推進に関する特別措置法に則り、指導・勧告・命令を行い、最終的には代執行を検
討します。 

 
 

 
 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町空家等対策計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

危険家屋及び特定空家等の除却
数

将来的に特定空家になり得る危険
家屋及び倒壊等の危険性のある特
定空家を解体した件数

件
7

[R6]
8

[R15]

増加傾向の中で、大山町空
家等対策計画・大山町空き
家対策総合実施計画の目標
値を適用し、当初値以上を
めざす

空き家バンク登録空き家延べ数
空き家バンクに登録された物件の
内、移住希望者が利用（選択）で
きる物件数

件
250
[R6]

450
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

空き家バンクマッチング延べ数
空き家バンクに登録された物件の
内、移住希望者が契約した物件数

件
114
[R6]

200
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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２１ 交通インフラを保ち、暮らしの安全性や快適性につなげよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

安全で便利な道路網の整備に向けて、関係機関とも連携しながら計画的に道路整備を進めるとともに、安全な道

路環境の維持に取り組みます。また、道路の空間機能といった有事での対応を含めた道路の機能を活かし、暮らしの

安全につなげます。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、高速交通網、幹線道路網の整備が完了しています。国道９号も、高速交通網の整備により、快適に利用

できるようになりました。一方、町道は国・県道を補完しているため、住民の生活に密着した安全で快適な道路として計

画的に整備していく必要があります。生活道路においては、高齢者の増加や自転車の増加により、安全な通行空間を

確保することが求められます。 

今後は、すでに整備が終わった交通インフラを維持・管理し、道路利用者が安全に利用できる道路整備を行うととも

に、整備した道路の老朽化対策、維持管理費の増大や交通量の減少による道路の必要性の検討などの課題に向き合

う必要があります。また、昨今頻発化・激甚化する自然災害によっては、道路の寸断による孤立化や緊急輸送路の確保

といった課題もあり、地域の実情に合わせた持続可能な道路網の整備を進めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「すでにある交通インフラ資源を暮らしの安全性や快適性に

つなげよう」 

 

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度
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-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

重点課題 継続推進
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 高速道路網を継続的に維持管理する 
① すでに高速道路網の整備は完了しているため、今後は、どう安全性を保ち続けるか、国と連携し適切な維持管

理をするよう取り組みます。 
 
２ 幹線道路網をもっと便利にする 

① 町内の幹線道路である国道９号の利便性と安全性を向上させるとともに、観光や産業で重要な役割を果たす
町内の拠点施設と振興エリアを結ぶ幹線道路の計画・整備を国・県と連携して取り組みます。 

② 集落間を連絡する路線や道路拡幅・改良の要望があった路線を重点的に整備し、地域にあった道づくりを進め
ます。また、通学路や幹線道路を中心に街灯を設置し、夜間でも安全に利用できる道づくりを進めます。 

 

３ 生活道路網を継続的に維持管理する 
① 町道をはじめとする道路の除草作業など維持管理に努めます。歩行者や自転車利用者等の道路利用者が安全

に利用することができる通行空間を整備します。また、舗装や橋梁などの道路施設を計画的に修繕し、施設の更
新及び延命化に取り組みます。 

② 除雪車を定期的かつ計画的に更新し、積雪時でも道路利用者が安全に通行できるよう努めます。 
 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・個別施設（舗装）修繕計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

道路除草実施率

大山町の除草路線である幹線道
路・通学路・バス路線・集落要望路
線を対象路線とした総道路除草延
長に占める除草実施延長

％
100
[R6]

100
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

道路除雪実施率

大山町の除雪路線である幹線道
路・通学路・バス路線・集落要望路
線を対象路線とした総道路除雪延
長に占める除雪実施延長

％
100
[R6]

100
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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２２ 安全で快適な交通環境を実現しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

関係機関等と連携しながら地域の実情に応じた公共交通サービスの検討・提供を通じて、自動車などの移動手段

を持たない人の日常の利便性を確保し、移動に困らないまちを実現します。また、移動手段だけでなく安全な交通環

境を創出し、交通事故の無いまちをめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町には、タクシー、路線バス、鉄道といった公共交通機関があります。しかし、都市部とは異なり、それぞれの交

通手段を利用するまでの徒歩での移動距離の長さ、料金の高さや路線・便数の少なさが課題です。また、高齢になっ

たときの買い物や通院、免許を返納したときの移動の困難さからくる生活の不安の声も大きいです。 

これらに対して、大山町では、町営のデマンドバス(予約型交通)を運行し、民間の交通サービスを補完する移動手

段の確保に取り組んできました。移動手段は日常生活の利便性の向上に直結する問題であり、移動ができることで町

民の社会参加にもつながります。また、町外からの来訪者にとっても公共交通は不可欠です。今後も地域や利用者の

ニーズに応じた移動手段を検討し、持続的かつ発展的な公共交通を実現する必要があります。 

交通事故の現状については、大山町における交通事故件数は減少傾向にあります。しかし、ひとたび交通事故が発

生すれば大きな被害となります。交通事故の発生を防ぐため、交通安全意識の高揚に努めるとともに、交通安全施設

の整備を進めることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「移動も共有して安心安全な交通環境を実現しよう」 

 

検討課題 成果検証

平均点
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重点課題 継続推進
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 移動に困らない環境をつくる 
① どこに住んでいても町内の病院やスーパーなどに行くことができ、移動に困らない快適な生活が送れるよう、町

営デマンドバスをはじめ各種公共交通サービスの在り方について検討し、維持・確保に努めます。 
 
２ 交通安全意識の高揚に努める 

① 警察、交通安全指導員などの関係機関と連携し、広報活動や通学時の見守りを行い、交通安全意識の高揚に
努めます。 

 

３ 交通安全施設を整備する 
① 交通の安全を確保するため、事故多発地点や危険箇所に、道路反射鏡、路面標示などの交通安全施設の整備

を進めます。また、交通安全施設の維持管理及び老朽化した施設の更新を実施します。 
 

４ 高齢運転者の事故を防ぐ 
① 高齢運転者の事故防止の観点から、運転免許証の自主返納を促し、安全対策を推進していきます。 

 
 

 

 
 
  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

予約型交通の利用者数
予約型交通（デマンドバス）利用
者数

人
8,913
[R6]

15,000
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

交通事故件数 交通事故件数 人
14

[R6]
0

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
以下をめざす

主要指標
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□
□
□
□
□
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□
□ 
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２３ 安全で安定的に上下水道を持続しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

安全で心地よい暮らしを維持する水の安定供給、適切な排水処理による公衆衛生の向上と公共用水域の水質保

全を実現するとともに、上下水道施設の管理・更新等による効率化を図り、安定的な事業経営をめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町の上水道は、これまでの取組により、安全な水の安定供給に必要な整備がほぼ完了しています。全国的に

は、道路からの水の噴出や道路の陥没といった大きな事故の発生が報道されており、施設の老朽化が大きな問題に

なっています。 

今後は、安全でおいしい水を安定的に供給するネットワーク（相互給水）の確立と、整備が完了した老朽施設の更新

を実施し、地震や水質汚染などの災害時でも被害を最小限に抑えるための備えを進めていく必要があります。 

下水道は、施設の最も古いものでは昭和６３年から供用を開始しています。これらの施設は経年劣化による老朽化

が進んでおり、施設機能を保全していくためには施設更新による延命化が必要です。将来の人口減少による下水道

収益の減少が予測されるため、安定した事業経営が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「私たちの健康な暮らしを支える自然を守ろう」 

 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証

平均点
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 良質な水を安定して届ける 
① 定期的な水質検査、配水流量や配水池水位の監視、施設の安全管理や水道管の修繕などにより良質な水の安

定的な供給に努めます。 
② 自然環境の調和と管理効率の向上を踏まえた災害に強い水道施設の整備、改良、更新に取り組みます。 
③ アセットマネジメント66に基づく適切な設備投資を行い、経費削減の推進、維持管理に必要な人材育成、定期的

な料金の見直しを実施し、事業の安定経営に努めます。 
 
２ 下水道施設を持続的に運営する 

① 今後の人口減少に対処するため、下水道施設の統廃合の検討を行い、維持管理費の削減と効率化を図ります。 
② ストックマネジメント67計画に基づき、下水道施設及び設備の更新や修繕を行い、機能保全に努めます。 
③ 下水道使用料の料金体系について検討し、公平な負担と安定的な料金収入をめざし、健全経営を推進します。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町下水道ストックマネジメント計画 

・大山町下水道事業経営戦略 

・大山町水道事業ビジョン 

・大山町生活排水処理基本計画  

 
66 インフラ分野では、道路、堤防、水道、建物などのインフラ資産の価値を長期的に維持・向上させ、持続可能なサービスを提供することを目的とする。 
67 社会資本などの膨大な既存資産(ストック)の老朽化状況を長期的な視点で予測し、リスク評価に基づき優先順位を決定した上で、計画的・効率的に、点検、調
査、修繕、改築などを行うことで、資産の寿命を延ばし、設計から解体までの総費用の低減を図る管理手法。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

水道普及率
計画給水区域内における給水人口
割合

％
93.9
[R6]

99.5
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

水洗化率
汚水処理施設の処理区域内人口
に対する水洗化割合

％
89.0
[R6]

94.0
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

主要指標
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２４ 安定した情報通信環境を維持しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

民間事業者と連携しながら安定・高速な通信環境を提供し、人口減少社会のニーズに見合ったデジタル技術の活

用と情報通信環境の整備によって生活の利便性の向上をめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、これまでの情報通信基盤の整備により、高度情報化社会に対応した基盤整備が完了し、高速インター

ネット接続サービスが、さまざまな分野で活用されています。インターネットなどの通信技術・デジタル技術を活用する

ことは、地域コミュニティの再生や地域活性化、仕事や教育などあらゆる面において基盤として非常に重要なものにな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「情報環境を上手に使おう」 
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 情報通信環境を継続的に維持管理する 
① 情報通信基盤の整備が完了しているため、今後は安定した情報通信環境の維持管理をします。 設備等の維持

管理・更新においては、民間事業者の専門的な知識や技術を活用し、効率的な手法とするため、密に連携して
取り組みます。 

 
２ 情報通信サービスを高速化する 

① 今後ますます増大する通信需要への対応など時代のニーズにあった環境を整えるため、民間事業者と連携し、
設備強靭化に加えて情報通信の高速化を進め、継続的かつ安定的にデジタル技術を活用できる環境を提供し
ます。 

 
 

 

 
 
  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

伝送路点検 全伝送路における毎年の点検延長 km/年
380
[R6]

380
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

維持管理経費
効率的な維持管理による令和6年
度比10％の経費削減

％
100
[R6]

90.0
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、当初値以下をめざす

主要指標
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２５ 町内のごみを減らし、資源循環の輪をつなげよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

自然の恵みを受けた暮らしに感謝し、持続的に営み続けていくために、ごみの減量化や再資源化を通じて、限りあ

る資源を有効に使うまちづくりを進めます。一人ひとりが環境のことを考え、実行していける社会の実現をめざします。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

環境問題は、社会全体の問題であり、大山町でも環境への負荷が少ない循環型社会の形成に向け、住民の関心も

高まっています。 私たちが享受している資源は無尽蔵でないことは、今や誰もが知るところとなりました。大量消費型

社会から資源循環型社会へ転換を図り、持続可能なまちづくりを推進していくことが必要です。 

大山町の可燃ごみは、町内の焼却施設と米子市の焼却施設で処理を行っています。資源ごみは、15 種類の分別収

集や家電リサイクル法対象品などのリサイクル推進に取り組んでいます。過剰な消費を減らし、自分の出したごみに責

任を持ち、できるかぎり資源をリサイクルし、資源を循環させることが重要です。 

人口が減少する中で、町内のごみ排出量は横ばいの状況ですが、環境への負荷が少ない循環型社会を形成する

ため、身近に存在する間伐材などの地域資源をうまく活用することや、ごみのさらなる減量化や消費するものをしっか

り吟味していくことも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「町内のつながりで資源循環の輪をつなげよう」 
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ まち全体がつながって資源リサイクルに取り組む 
① 家庭や企業から出されるごみを減らすため、まだ利用できるけれど使わなくなったものを町内で再利用する取

組の推進を図り、住民が資源リサイクルに親しみ、取り組むことができるきっかけづくりを進めます。 
 
２ ごみを減らし、資源を再利用する 

① 町民や町内事業所等に対して、ごみの適正処理に関する情報をわかりやすく提供し、ごみの減量化やリサイク
ルを推進します。また、４Ｒ「Refuse(断る)、Reduce(ごみを減らす）、Reuse(再使用する)、Recycle(再生利用
する)」を推進し、ごみを発生させない社会づくりに取り組みます。 

② 家庭から排出される生ごみの減量化や再資源化を進めるため、生ごみ出しま宣言袋の普及推進、電気式生ご
み処理機・コンポストの利用促進等を図ります。 

 

３ 焼却施設を安全に使う 
① 可燃ごみ焼却施設の県西部広域化によって次期施設に移行するまでの間、名和クリーンセンターの継続的な保

守点検を行い、早期補修、計画的な修繕を行い、延命化を図り、適切に維持管理していきます。 
 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 

・大山町災害廃棄物処理計画 

・一般廃棄物処理実施計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

1日あたり排出される廃棄物量
（町民1人・１日あたりの廃棄物量）

1日あたり排出される廃棄物量
（町民1人・１日あたりの廃棄物量）

t
（kg）

11.16
（0.738）

[R5]

9.76
（0.715）

[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、大山町一般廃棄物処
理基本計画の目標値を適用
し、当初値以下をめざす

リサイクル率 廃棄物におけるリサイクル率 ％
31.9
[R5]

37.7
[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、大山町一般廃棄物処
理基本計画の目標値を適用
し、当初値以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
安
心
安
全
□
生
□
□
□
□
持
□
□
暮
□
□
□
□
□
□
□
□ 
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２６ みんなが地域に気を配り「もしも」に備えよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

誰もが犯罪の被害に遭わない安心なまち、自然災害に備えられた安全なまちをめざし、地域住民・関係機関・行政

が連携し、被害を未然に防ぎ、最小限に食い止められる防犯・防災意識の高揚と連携体制の強化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

犯罪は、情報通信技術の発達により多様化・巧妙化し、子どもや高齢者だけでなく誰もがその脅威にさらされてもお

かしくない状況にあります。組織化した犯罪グループによる特殊詐欺、フィッシング詐欺やランサムウェアよってデータ

を暗号化し復元の対価を要求するなど、難解な手口も増えています。いじめ・虐待も含め、スマートフォンやＳＮＳなど、

周囲が気づきにくい状況で行われることも対応の難しさのひとつです。 

大山町では、児童・青少年を犯罪から守り、青少年の問題行動を未然に防ぐため、関係機関が連携し、定期的な町

内パトロールや犯罪の発生しやすい場所の確認、防犯に関する注意喚起を行っています。警察や防犯組織などと地域

が連携を密にし、防犯活動の推進や自分たちのまちは自分たちで守るという意識を高めていかなければいけません。 

災害においては、ゲリラ豪雨や台風など予想のつかない自然災害が頻発し、激甚化しています。大地震の脅威も次

第に高まり、防災に対する町民の意識はいっそう高まっています。人口の減少や高齢化により地域の消防・防災体制の

弱体化が予想されることから、自主防災組織や防災施設を充実させ、集落や自治会を越えて防災対策に連携して取り

組むなど、誰一人取り残さない体制で災害に備える必要があります。 

 

 

 

 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「みんなが地域に気を配り「もしも」に備えよう」 

 

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

重点課題 継続推進



 

117 

第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 地域と連携して防犯体制を強化する 
① 犯罪を未然に防ぐため、琴浦大山警察署管内防犯協議会により、警察、行政、公民館その他の関係機関の連携

を強化します。 
② 防犯意識の高い地域づくりをめざし、防犯機器の購入補助など自発的な防犯活動を支援します。 
③ 児童・青少年を犯罪から守り、青少年の問題行動を未然に防ぐため、青少年育成町民会議や保護者・学校など

との連携を強化した取組を進めます。 
④ 犯罪の発生しやすい箇所の点検やパトロールを進めるとともに、防災行政無線や大山チャンネルなどを活用し、

それらの情報を共有することで、環境の改善や防犯意識の醸成につなげます。 
⑤ 詐欺被害等を未然に防ぐため、啓発活動に取り組むとともに、消費生活相談窓口を設け、相談対応に努めます。 

 
２ 住民主体の消防・防災体制を強化する 

① 消防団と広域消防との連携や既存団員の人員の確保、機材の充実を図り、災害時に備えます。 
② 災害時における共助の重要性を啓発し、自主防災組織が生まれやすい環境をつくるとともに、引き続き組織の

支援を行い、地域の防災力の向上につなげます。 
③ 自主防災組織と連携し、要支援者も安心して暮らせる地域づくりを実現します。 
④ 総合的な防災訓練などを実施し、町民各々の防災意識を高めるとともに、災害発生時にどのように対応したら

いいかを日頃から習得する機会につなげます。また、適宜各種計画の点検、見直しを行います。 
⑤ 耐震化の必要性や既存の補助制度を広く住民に伝え、住宅の耐震化を進めます。 

 
 

 
 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町地域防災計画 

・大山町水防計画 

・大山町国民保護計画 

・大山町耐震改修促進計画 

・大山町ＢＣＰ（業務継続計画） 

 

 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

住宅の耐震化率
町内住宅に占める耐震性ありの住
宅の割合

％
60.2
[H27]

89.0
[R15]

増加傾向の中で、大山町耐
震改修促進計画の目標値を
適用し、当初値以上をめざ
す

消防団出動率 火災現場への消防団出動率 ％
100
[R6]

100
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

少年を守る店の指定店数 少年を守る店の指定店数 店
27

[R6]
30

[R15]
減少傾向の中で、当初値以
上をめざす

青色防犯パトロールの実施数
犯罪の発生しやすい箇所の点検や
パトロールの年間実施回数

回
43

[R6]
43

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

主要指標
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自然を大切に自然とともに歩むまちづくり 

 

 

「一人ひとりが自然を大切にして、自然を守り活かすことでまちの豊かさにつながるまち」を

将来像に据え、自然が持つ公益的機能や生物多様性の維持、豊かな景観や環境の保全など

を通じて、まちの豊かさを生み出します。 

また、人にも環境にも負荷をかけない暮らしを推進し、脱炭素社会の実現に貢献するととも

に、まちの山から海までの自然の魅力を活かした暮らしを次世代に引き継ぎます。 

 

 

基本目標 

４ 
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第３部 基本計画 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

基
本
目
標 

□ 

自
然
□
大
切
□
自
然
□
□
□
□
歩
□
□
□
□
□
□ 
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２７ 大山町の魅力や暮らしやすさにつながる土地利用を実現しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

海も山もある大山町の自然や土地を守るとともに、暮らしに必要な利用を両立する開発・規制によって、まちの魅力

や暮らしやすさにつながる土地利用を実現します。また、土地利用の基礎データとなる地籍調査に継続して取り組み

ます。 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町は、大山を中心に大山隠岐国立公園の区域に含まれており、大山山頂から広がる国立公園地内は、自然公

園法により無秩序な開発が防がれています。農地は、山岳地や丘陵地を除いて町内のほぼ全域にあります。農地を宅

地などの他の用途に変更する場合は手続きが必要です。現在、大山町には都市計画はありませんが、開発にあたって

は事前協議が必要となる場合があり、各種規制等について関係各課が連携し、適切な土地利用を促しています。 

土地利用の状況を把握する基礎データとなる地籍調査は、名和地区については、昭和４７年に完了していますが、中

山・大山地区では平成６年から調査を開始しました。令和６年度末時点の町全体の進捗率は、74.4%(調査が必要な

面積(国有林等除く)１４６.１５㎢に占める調査済面積)であり、早期の調査終了に向けて継続した取組が必要です。 

限りある土地をいっそう有効に活用するとともに、守るべき資源を守り、まちの魅力や暮らしやすさにつなげていくた

めには、貴重な自然環境を保全する場所、一次産業の用途に応じた使い分け、地域活性化のために積極的に活用す

る場所など、将来を見据えた開発・規制が必要です。 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「大山町の魅力や暮らしやすさにつながる土地利用を実現

しよう」 

 

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

重点課題 継続推進
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 土地の有効活用を推進する 
① 大山町の魅力や暮らしやすさにつながる土地利用に向けて、用途に応じた適地の検討や官民が連携して町内

の土地の有効活用を進め、持続可能な地域づくりの推進に努めます。 
 
２ 土地利用に関する計画や指導を適切に実施する 

① 土地の利用や開発に関する情報を一元管理し、開発行為に事前協議が必要な場合は『大山町開発行為の手
引』をもとに対応します。地域の理解や環境への配慮を前提に、自然景観や生物多様性等の保護の観点も踏ま
え、事前協議が不要な場合であっても、土地利用の注意点等を指導・助言しながら適切な土地利用を促します。 

 

３ 地籍調査の重要性を伝える 
① 地籍調査を進めるには、土地の持ち主である住民の理解・協力が欠かせません。町ホームページや大山チャン

ネルなどを利用し、地籍調査の重要性を伝えるための広報を進めていきます。 
 

４ 地籍調査の進捗率を高める 
① 早期の地籍調査完了をめざして、従来法より広い面積を調査できる航測法を活用して進捗率を高めます。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・第７次国土調査１０ヵ年計画  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

地籍調査事業実施面積 地籍調査事業の累計実施面積 ㎢
108.80

[R6]
143.99
[R15]

増加傾向の中で、当初値以
上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

自
然
□
大
切
□
自
然
□
□
□
□
歩
□
□
□
□
□
□ 
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２８ 目の前のかけがえのない風景を守り、自然の力を活かそう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

社会的な価値があるまちの豊かな自然景観の維持や、自然が持つ公益的機能、生物多様性などの環境保全に向

けて、大山町に関わる誰もが協力して環境保全に取り組む環境づくりをめざし、良好な環境の保全を実現します。 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町には、海や山の自然景観や農村景観など、人と自然が関わり調和した文化的な生活と美しい景観が随所に

見られます。美しい景観は、町民の愛着やふるさとへの誇りにつながるだけでなく、来訪者にとっても魅力的なもので

あり、社会的な価値のあるものです。人と自然が共生しながら育まれてきたかけがえのない自然環境や生活環境、こ

れらの良好な環境を大切に後世に残していくことが、大山町のまちづくりには重要です。 

これまで、環境保全のためには、公害防止に関する協定などにより公害を未然に防止し、鳥取県条例に沿って屋外

広告物の管理や景観の保全に努めてきました。今後は、景観だけでなく自然が持つ水源涵養機能や土砂災害防止機

能などの公益的機能の維持、生物多様性などの視点も持ち、住民・団体・企業・行政など大山町に関わる誰もが協力

しながら、豊かな環境と景観を維持していくことが必要です。 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「目の前のかけがえのない風景を自分たちで守ろう」 

 

重点課題 継続推進

検討課題 成果検証

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 海も山もある大山町ならではの自然を大切にする 
① 大山町は大山山頂から日本海まで続き、その中に森や川、農地などの表情豊かな資源が含まれています。この

資源を守るため、行政・住民・企業など地域が一体となって自然環境の保全やまちの美化活動に継続して取り
組みます。 

② 環境保全、生物多様性の保護、土砂災害防止などの森林の多面的な機能を維持するため、森林環境譲与税を
活用し、森林の整備を進め、林業事業体とも連携しながら森林保全と適切な森林経営に取り組みます。 

③ 農業の持つ多面的機能の維持・発揮が期待される中山間地では、維持・管理を含めた農業生産活動を継続で
きるよう地域の取組を支援し、美しい農村・田園風景を守ることにつなげます。 

 
 

 

 
 
  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

中山間地域等直接支払制度取組
集落数

中山間地域等直接支払制度取組
集落の実績数

集落
66

[R7]
66

[R15]
減少傾向の中で、当初値維
持をめざす

多面的機能支払交付金取組集落
数

多面的機能支払交付金取組集落
の実績数

集落
67

[R7]
67

[R15]
減少傾向の中で、当初値維
持をめざす

農業振興地域（農用地面積）
農業振興地域（農用地面積）確保
の実績数

ha
3,791
[R6]

3,680
[R15]

減少傾向の中で、減少傾向
の改善をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

自
然
□
大
切
□
自
然
□
□
□
□
歩
□
□
□
□
□
□ 
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２９ 脱炭素社会を実現し、地球温暖化の抑制に貢献しよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

自然環境を活かしたエネルギーの作り方と使い方を発信し、環境にも暮らしにも負荷をかけない優しい社会をめざ

します。大山町で暮らし活動するすべての人のエネルギー利用に対する意識を高め、地球温暖化の抑制と脱炭素社

会に向けて取り組みます。 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

近年、環境問題への関心が高まり、自然との共生をめざした自然エネルギーの推進や循環型エネルギーの開発、脱

炭素の取組が進められています。大山町では、風力発電施設を稼働させ、自然エネルギーの活用を推進してきました。

また、環境とのバランスに配慮した自然エネルギーへの転換や省エネルギー化などを支援してきました。 

持続可能な環境の構築やエネルギーの安定供給のためには、施設のエネルギー消費量・使用状況の実態調査・情

報収集が必要です。さらに、エネルギーの安定供給・地産地消のためには民間企業との連携も必要となるため、脱炭

素社会への具体的なゴールのイメージを作成し、大山町全体で推進していくことが重要です。 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「人にも自然にも優しいエネルギーとの付き合い方を考え 

よう」 

 

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

継続推進重点課題

成果検証検討課題
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 公共施設の温室効果ガス排出量を削減する 
① 地球温暖化対策実行計画（事務事業編）では、令和１２年度（２０３０年度）末の公共施設等における温室効果

ガスの排出目標68の平成３０年度（２０１８年度）比５０%削減をめざし、公共施設・設備更新時の省エネ・再エネ
化や職員の意識啓発に努めます。 

 
２ 一般家庭や事業者の温室効果ガス排出削減を進める 

① 一般家庭や事業者の温室効果ガス削減の取組や目標を定めた地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策
定し、町全体での温室効果ガスの排出削減を図るための取組を推進します。 

 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）  

 
68 地方公共団体実行計画（事務事業編・区域施策編）における温室効果ガス総排出量の算定・管理の支援等を目的とした環境省が開発するシステム『地方公共団
体実行計画策定・管理等支援システム「Local Action Plan Supporting System(通称 LAPSS)」』を用いて算出したもの。町が所有する施設及び設備における燃料
（電気・ガス等）ごとに係数を乗じ、温室効果ガス排出量を地球温暖化への影響度が高い CO2 に換算した重量（ｔ-CO2：トン二酸化炭素）。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

温室効果ガス排出量
大山町の事務事業で発生する温
室効果ガス排出量

t-CO2
5,048.26

[H30]
2,524.13

[R12]

減少傾向の中で、大山町地
球温暖化対策実行計画（事
務事業編）の目標値を適用
し、当初値の半減をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

自
然
□
大
切
□
自
然
□
□
□
□
歩
□
□
□
□
□
□ 
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３０ 豊かな自然を活用し、大山の恵みと共生するまちを続けよう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

大山町の海から山までの豊かな自然と魅力を活かして、地域課題の解決と自然環境の保全の両立が図られる持

続可能なまちづくりをめざします。自然と触れ合うことや自然との共生が、暮らしの豊かさにつながる大山町を実現

し、大山の恵みある暮らしを次世代に引き継ぎます。 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、日本海から大山山頂までの豊かな自然環境と、そのもとで育まれた文化・歴史・食などの資源をもと

にまちづくりを進め、「大山恵みの里構想」の推進や「大山町アウトドアライフ構想」による取組を進めてきました。「大

山町アウトドアライフ構想」では、まちの自然と暮らしに着目し、自然や屋外活動を切り口にした横断的な取組を、教育

や仕事、健康や防災など多方面に拡げていくことをめざしてきました。これまで、自然や屋外活動の切り口で、アウトド

アレジャーに関係するアクティビティや施設整備、自転車活用などを中心に取り組んできましたが、今後はアウトドアレ

ジャーに留まらず、一次産業・健康づくり・ふるさと教育・防災対策など、大きく展開していくことが重要です。 

本町では、まちの魅力であると共通認識されている豊かな自然と大山の恵みに焦点を当て、さまざまなまちの資源

が循環し、大山の恵みとの共生が図られる持続可能なライフスタイルの構築が重要です。自然と町民生活の親和性を

高め、自然の恵みが豊富にある大山町をブランディングすることで、短期的な観光などで「観てよし」のまち、中期的な

仕事などの滞在で「居てよし」のまち、長期的に持続可能で郷土愛を感じる「住んでよし」のまちをめざすとともに、暮

らしを楽しめるまちを次世代に引き継いでいくことが求められます。 
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 分野を横断した取組をつなげる 
① 自然環境の保護、自然資源を活用した地域振興などの視点で、諸課題に対して自然や屋外活動を切り口にし

た分野横断的な取組を支える体制を整備します。 
 
２ 大山の恵みと共生するまちを続ける 

① 豊かな自然を活用し、大山の恵みを暮らしに活かす方法や関わり方を発信し、自然の恵みが豊富にある大山町
を町内外に発信していきます。 

② 町民・団体・企業等と連携しながら、自然とのふれあいに主体的に参加できる機会の提供をめざします。 
 
 

 

 
 

【 関連計画 】                                                                   
 

・大山町アウトドアライフ構想 

・大山町自転車活用推進計画 

 

 

 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

アウトドアイベント等提供数
アウトドアライフ構想推進事業によ
るイベント等の年間実施回数

回
7

[R6]
7

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

主要指標
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みんながつながりみんなで関わるまちづくり 

 

 

「まちに関わるみんなで地域を支え、共に創り、つながりで元気を生み出すまち」を将来像に

据え、集落や自治会、地域自主組織等との協働・支援を通じて、住み慣れた地域で暮らし続け

ることができる地域をめざすとともに、すべての人が暮らしやすい包摂性の高いまちをめざし

ます。 

また、地域の中だけでなく町外の人や企業などの関係人口や交流人口の力を積極的に活

用して、まちの活性化を図ります。 

 

 

基本目標 

５ 
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第３部 基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
関
□
□
□
□
□
□
□ 
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３１ 地域住民の思いや力を発揮できる環境をつくろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

集落や自治会、地域自主組織の活動を支援し、住民が主体的に関わり、それぞれの思いや力が発揮できる環境づ

くりと支援を通じて、住み慣れた地域で暮らし続けることができるまちの実現をめざします。また、町民だけでなく移住

者の暮らしやすい地域コミュニティの仕組みづくりに向けて取り組みます。 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

少子化・高齢化による社会構造の変化や生活様式・価値観の多様化が進み、地域行事や祭事の減少、さまざまな

世代が関わる機会の減少、集落の慣習・風習に対する認識の低下が起こっています。集落内における人の関わりや結

びつきの脆弱化により、水路清掃や集落内の情報共有などに見られるように、集落機能の維持が困難になりつつあ

り、大山町として存続することができるのか不安を覚える状況もあります。 

安心して暮らすには、住民同士のネットワークや、関わる機会の創出、地域コミュニティへの参加意識を醸成すること

が必要です。また、時代のニーズに合った地域コミュニティの形を作ることも大切です。大山町に住んでいる人と移り

住む人それぞれが互いに受け入れる姿勢でいることや、それぞれをつなぐ人の存在が、これからの地域コミュニティの

形成には不可欠です。 

大山町では、地域住民と行政のそれぞれができることとやるべきことを確認し、まちづくりのパートナー(協働)として

相互補完し、地域の実情に応じたやり方で、課題の解決や地域のにぎわいづくりを行ってきました。今後も各種団体と

連携しながら取組の体系化につなげ、具体的な活動支援を合わせた仕組みづくりにつなげることが必要です。 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策（1）「地域の思いや力を発揮できる環境をつくろう」 
施策（2）「まちにたくさん関わって、多くの「もうけ」を得よう」 

 

平均点

平均点

満足度

重
要
度

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

-0.30 -0.20 -0.10  0.00                 0.10

高

高

低

継続推進重点課題

検討課題 成果検証
（2）

（1）
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【 取組方針 】                                                                   
 

１ 生活範囲である集落を暮らしやすくする 
① 国や県、各種事業者や団体と連携し、中山間地域対策を推進します。 
② コミュニティ活動への支援を行うことで地域コミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な

発展と住民福祉の向上に寄与します。 
③ 集落の担い手の減少や高齢化を前提に、集落機能の維持・見直しや集落活動の引継の視点を持ち合わせなが

ら、人口が減っても暮らしを持続できる環境づくりに努めます。 
 
２ 住民主体のまちづくり活動を支援する 

① より現場に近い場所に人々の暮らしに寄り添った人材を配置することで、行政から地域へのきめ細かな情報提
供を行い、現場ニーズの政策への反映、施策の効果的な推進を図ります。 

② 地域づくりに主体的に取り組む町内団体が、自ら地域の将来を考え、地域の合意がなされた事業の実施や地
域の意見を行政に伝えることで役割分担を行い、住民と行政が協働（パートナー）でまちづくりを進めます。 

③ 社会経済状況の変化により、集落の共同活動への参加や自己完結能力の低下が進む中、情報面や事務処理
面での各集落の個々の事情に対し、地域自主組織がプラットホームの機能を果たし、広域化による集落活動の
支援を通じて、住民の地域づくりへの主体的な参加と交流を促進します。 

 

３ 支え合える地域を構築する 
① 住民同士の声かけや情報の共有などで担い手のネットワークを広げ、集落活動やまちづくり活動への主体的な

参加を促し、地域の中心で支えることができる人材が増える取り組みを支援します。 
② 暮らしの中で「支える」「支えられる」といった関係だけでなく、若者から高齢者まで活躍できる場を用意し、自

分ができることでまちづくりに関わり、補い合い、支え合える持続可能な地域を構築します。 
 
 

 

 
 
  

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

住民主体による地域課題への取組
数

地域自主組織等の住民団体が地
域の課題解決に向けて取り組んだ
事業の延べ回数

回
1,920
[R6]

1,920
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
維持をめざす

集落内の連帯度
楽指数調査（地域幸福度調査）に
おける「集落の人が困っていたら手
助けする」の設問のポイント数

ポイント
3.49
[R6]

4.00
[R15]

当初値以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
関
□
□
□
□
□
□
□ 
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３２ まちに関わり交わる人の力を活かせる環境をつくろう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

学術連携による学生の地域活動の支援や学生の自主的な研究活動の支援を通じて、学生とつながりを生み出し、

町民の協働や交流を促し、地域課題の解決をめざします。また、多様な関係人口・交流人口の力をまちの活性化につ

なげます。 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町は、さまざまな学術機関と連携協定を締結しています。学生のフィールドワーク等の受け入れのほか、教授に

よる講演会、大学と大山町との共同研究などを行い、人材育成を通した課題解決への取組を行っています。大山町内

には高等教育機関がなく町内の若者は進学を機に町外に転出します。学術連携による若者世代と地域の関わりは、専

門知識を持った人材が地域に溶け込み、新たな視点や若者の目線で地域を見つめ、地域課題の解決につながる取組

になるものと期待をされます。継続的なつながりとするには、学生や専門家の交通費・宿泊費などの経済的な負担の

軽減や地域の課題やフィールドへの橋渡し役といった受入態勢を整えていくことが必要です。 

さらに、役場職員では、沖縄県嘉手納
か で な

や環境省との人事交流、地域活性化起業人制度69を活用した民間企業の人

材の受け入れを行ってきました。他地域での活動の経験や外部人材が持つ専門的な知見から、まちの課題への助言・

提案等を通じて、地方創生や地域活性化に取り組んでいます。 

今後は、学術的な分析による課題解決事業の提案を実施できる地域住民の育成とともに、学術連携による関わりの

他にも、多様な関係人口・交流人口との関わりを生み出し、地域の活力にしていくことが求められます。 

 

 
 

 
69 都市部に所在する企業等と地方圏の地方自治体が、協定書等に基づき、社員を地方自治体に一定期間(６か月から３年)派遣し、地方自治体が取り組む地域課題
に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活かしながら即戦力人材として業務に従事することで、地域活性化を図る取組。 
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第３部 基本計画 

 

 

【 取組方針 】                                                                   
 

１ 学術的な分析・活動を大山町の課題の解決につなげる 
① 行政や地域活動への学生の受け入れなど、継続して大山町の地域活動に関わりたい学生を応援し、学生が負

担感なく大山町で活動できるよう支援します。 
② 地域自主組織への短期の滞在型授業やゼミなどの学生の学術活動をきっかけに、学生と住民が共に学び、教

え合い、人材育成を通じた地域の課題解決に取り組みます。 
 
２ 外部人材の活躍で地域の活力を生み出す 

① 労働人材不足の中では、高い専門性や技術を持つ人材を確保することは難しくなりつつあるため、国制度の活
用や民間企業との連携等により、地域の中だけでなく町外の人材の新たな視点やネットワーク、能力を活用し、
それらの人材とも協働することでまちづくりのイノベーション70を図ります。 

 

３ まちとの多様な関わりを広げる 
① 地域の催しやイベントへの参加者、ふるさと納税制度による支援者など、定住人口以外にも地域への想いを抱

く人たちが地域に関わりを持ち続け、まちづくりの担い手となる多様な関わりの場の創出をめざします。 
 
 

 

 
 
  

 
70 技術、アイデア、仕組みなどを結合させることで、新たな価値を生み出し、社会に大きな変化を起こすこと。 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

学術連携事業への学生参加人数
町が行う学術連携事業への学生
参加人数

名
36

[R6]
40

[R15]
横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

ふるさと納税件数 ふるさと納税の年間寄附件数 件
30,854

[R6]
40,000
[R15]

横ばい傾向の中で、当初値
以上をめざす

主要指標



 

基
本
目
標 

□ 

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
関
□
□
□
□
□
□
□ 
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３３ 異なる文化を理解し、尊重する、学びあいのまちをめざそう 

 

【 施策の目的 】                                                                   
 

異なる文化に触れ、理解し、尊重することで、郷土に生きる自覚を促すとともに、友情と連帯の精神を養い、夢と希

望・自信・勇気のある次代の人材の育成をめざします。また、国際交流では、相互の理解と友好を深め、国際感覚を養

い、地域の活性化と寛容性のある住みやすい地域づくりに取り組みます。 

 

 

 

【 現状と課題 】                                                                   
 

大山町では、人材育成や文化交流、国際親善を目的として、合併前から、小・中学生や住民同士の交流を進めてき

ました。沖縄県嘉手納
か で な

町とは、小学生の人材育成交流事業として相互派遣を通じて交流を続けています。また、友好・

姉妹都市の米国カリフォルニア州テメキュラ市、江原道
か ん お ん ど う

襄陽郡
や ん や ん ぐ ん

とは、文化交流や親善等を目的とした交流を行ってお

り、中山国際交流協会・大山町日韓親善交流協会を中心に中学生・住民の派遣・受け入れを行っています。 

近年、派遣交流員の希望者が定員に満たない年があり、交流事業の意義をしっかりと住民に浸透させることが大切

です。交流事業は、異なる背景を持つ人々が集い、相互理解を深め、協力関係を築くことで、開かれた地域社会・地域

活性化などにつながる重要な活動です。民間同士の交流を展開し、交流の裾野を広げていくことが新たな課題です。

交流協会をはじめとした関係団体の高齢化に対して、新規会員を獲得することが急務です。 

また、日本全体を見ると、外国人労働者や訪日外国人旅行者が年々増加し、町内においても外国人の居住者や旅

行者が増えています。今後、より国際色が豊かな社会に移り行く中で、助け合い・学び合う意識が地域に根差していく

ことが大切です。 

 

 ≪前総合計画施策に対する町民意識≫ 

 
大山町未来づくり１０年プラン（第二次大山町総合計画） 
施策「異なる文化を理解し、尊重する、懐の深い大山町を目指そう」 
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【 取組方針 】                                                                   
 

１ より充実した交流を進める 
① 交流の目的など住民の理解を促し、誰もが参加しやすい仕組みと環境づくりに取り組みます。 
② 国内交流・国際交流事業とも、交流を継続するとともに、節目の時など時機を捉え、その意義が広く理解され、交

流の裾野を拡大できるような取り組みを検討します。また、関係団体との連携強化に努めます。 
③ 小中学生の教育の観点からの国内交流・国際交流事業は、内容や運営により工夫を加え、いっそう充実した事

業になるよう配慮します。 
 
２ 交流のきっかけを大切にする意識を育む 

① 大山や日本海などの大山町ならではの特色を活かした交流や草の根の活動など、交流の機会を大切にし、地
域で応援していける文化の醸成をめざします。 

② 特別に行う交流事業だけでなく外国人労働者や旅行者など、身近にある国際交流の機会を大切なものと捉え、
ふれあい、理解し、認め合い、寛容性のあるまちをめざします。 

 
 

 
 
 
 

指標名 指標説明 単位
当初値

[年度]

目標値

[年度]
備考

米国テメキュラ市・韓国襄陽郡との
交流参加者数

米国テメキュラ市・韓国襄陽郡との
国際交流への年間参加者数

人
29

[R6]
27

[R15]
横ばい傾向の中で、参加募
集人数の満員をめざす

沖縄県嘉手納町との人材育成交
流参加児童数

沖縄県嘉手納町との人材育成交
流への年間参加児童数

人
12

[R7]
16

[R15]

近年は数値にばらつきがあ
るが、参加募集人数の満員
をめざす

主要指標
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第４章  計画推進のために 
 

 

本計画を推進するための、全ての分野における基本的な考え方を示しています。さまざまな政

策を実施する上で、協働のまちづくりを深化させるとともに、まちを共に創る視点を持ち、情報発

信の強化とデジタル技術の積極的な活用を併せて取り組みを進めます。職員の政策立案能力

向上や資質の向上、行財政改革と財政の健全な運営を進め、町内外の関係機関と連携しな

がら持続可能なまちづくりを推進します。 
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考え方１ 協働・共創によるまちづくりの推進 

 

町民・団体・企業・行政が共にまちづくりに取り組み、さまざまな違いがあっても互いに人権を

尊重し、認め合い、同じまちで共に生きていく共生の視点を大切にします。誰もがまちに関わりを

持てるよう協働・共創のまちづくりを推進します。 

 

 

 

１ 協働の推進 

① 町民・団体・企業・行政など多様な主体がそれぞれの特性を活かし、地域における公の担い手とな
れるよう地域マネジメント71に取り組みます。また、若い力と老練な知見のコラボレーション72による
世代間交流の活発化をめざします。 

 

２ 共創の推進 

① 厳しい財政状況や人口減少、公共施設の老朽化などに適切に対応していくために、官民連携、地
域と地域の連携、交流人口や関係人口の増加等を進め、まちの活力につなげます。 

 

３ 町政参画への意識醸成 

① 町民意識調査や楽指数アンケート調査などのまちづくりの進捗状況を測る調査等の中で、町民ニ
ーズの把握や町政への町民意見の反映に取り組みます。町民による政策提言など、広聴機能を活
用し、町政への参画意識を醸成します。 

 

４ 人権意識の向上 

① 人権に関する知識の向上のほか、偏見や差別に気づく人権感覚の向上、日常生活の中で自分の
人権を守ることはもちろんのこと、他者の人権にも十分に配慮した行動がとれる誰もが住みやすい
まちをめざします。 

 

５ 多様性の尊重 

① 性別、年齢、国籍、人種、民族、障がいの有無、性的指向、文化や価値観など、さまざまな違いをお
互いに認めあい、異なる意見や背景を持つ人々がお互いに協力し合うことで、すべての人が平等に
扱われる地域の形成をめざします。 

 

  

 
71 組織の目標 達成の ために、 ヒト・ モノ・カ ネなど の経営資 源を効 率 的かつ効 果的に 活用し、 成果を 最 大化する 活動や 仕組み。  
72 協同の作業 ・活動 。  
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考え方２ 情報発信の強化・デジタル化の推進 

 

協働・共創のまちづくりを進めていくには、まちのことを知る機会があることが大切です。そのた

めに、分かりやすい行政情報の発信・共有を図ります。また、ますます発展していくデジタル技術

を積極的に導入し、地域の課題解決に活用します。 

 

 

 

１ わかりやすい情報発信 

① 各施策の実施や行政サービスの提供にあたっては、各情報を確実に届けられるよう紙媒体だけで
なくデジタル媒体の活用をより推進します。また、大山町行政ホームページでは、暮らしの情報など
も含めて、知りたい情報がすぐに表示される環境を構築するなど、アクセシビリティ73の向上をめざ
し、わかりやすい表現となるよう努めます。 

 

２ デジタル技術の活用推進 
① デジタル技術の活用により、窓口業務の遠隔化・ワンストップ74化やスマート窓口75による書かない

窓口の推進を図り、行政サービスにおける地域住民等の利便性を高める取り組みを行います。 

② 役場業務においては、ガバメントクラウド76への移行やペーパーレス77化、定型業務におけるＲＰＡ78

の活用や企画立案業務におけるＡＩ技術の有効活用など、状況に応じて最適なデジタル技術を積
極的に活用し、業務の効率化を図ります。 

 

 

 

  

 
73 製品 、シ ステ ム、 サ ービ ス、 環境 、施 設な どが 、利 用者 の 多様 な能 力や 特性 に関 わら ず、 誰 でも 利用 しや すい 状態 であ るこ と 。 
74 複数の場所 で行う 必要があ った手 続きやサ ービス を一か所 でまと め て済ませ られる こと。  
75 ICT(情報通信技術)を 活用し 、住 民が行政 手続き を簡単か つ便利 に 行えるよ う設計 された窓 口サー ビ ス。  
76 日本政府が 推進す る国や地 方公共 団体の行 政シス テムを共 通化・ 標 準化した クラウ ドサービ スの利 用 環境。  
77 紙媒体の使 用を削 減し、書 類や情 報を電子 データ で管理・ 処理す る こと。  
78 ロボティッ クプロ セスオー トメー ションの 略。人間が パソコ ン上で 行ってい る定型 的で繰り 返し発 生 する業務 プロセ スをソフ ト

ウェアロ ボット に自動化 させる 技 術。  
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考え方３ 横断的な取り組みの推進 

 

複雑化する地域課題に対して、行政各課が連携して取り組み、分野横断的に対応することが

重要です。情報の管理やコミュニケーションを密にするなど、変化に対して柔軟かつスムーズな

施策を展開できる体制整備を図ります。 

 

 

 

１ 情報の一元管理と共有 

① 業務効率と専門性のために設置される行政組織は、特定の分野の事業に特化しているため、全体
を俯瞰したアイデアは生まれにくい状況があります。情報の一元管理とともに、適時適切な情報共
有と会議開催等により連携を強化し、複数の地域課題の解決を図ります。 

 

２ 業務ノウハウの蓄積 

① 効率的な業務や業務の水準を保つためには、属人的な業務スキルに任せるのではなく、組織の財
産としてノウハウを蓄積することが重要です。特に定例的・定型的な業務では、業務管理表や業務
マニュアルの作成など、業務量の把握・調整を行うとともに、効率化を通じて機動的かつ円滑に施
策を展開できる体制づくりをめざします。 

 

３ 横断的な取組の推進 

① 行政担当課のみでは解決が難しい課題や連携することでより事業効果が発揮され得る事業等は、
分野横断的なプロジェクトとして位置づけ、積極的に横連携を図り、横断的な施策立案を図ります。
また、プロジェクトチームの組成にあたっては、メンバー全員に役割を与え、明確なコミュニケーション
と実践方法による横断的な取組体制の整備を図ります。 
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考え方４ 質の高い行財政運営の推進 

 

まちの限られた資源を適切に有効活用するために、まちづくりをマネジメントするという視点

で、施策のＰＤＣＡサイクルを回す、企画の立案では証拠に基づく政策立案（EBPM）の手法を

導入するなど、進行管理と施策評価によって、質の高い行財政運営を進め、将来にわたって安

定的な財政運営を実現します。 

 
 

１ 行財政改革の積極的な推進 

① 収入の大部分を占める地方交付税の見通しが不透明な状況の中、少子化・高齢化に伴う社会保
障費の増加、老朽化に伴う公共施設の維持補修・更新費用の増加が予測されます。事業の取捨
選択を行い、公債費の削減を引き続き行いながら持続可能な財政運営に努めます。 

② 大山町過疎地域持続的発展計画や辺地総合整備計画を策定し、起債を有効に活用しながら事
業に取り組みます。 

③ まちの限られた資源を適切に有効活用するために、証拠に基づく政策立案の手法等を活用し、優
先順位をつけた予算編成を通じて、各種財政指標（実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公
債費比率・将来負担比率・経常収支比率・公債費負担比率）の健全化に努めます。 

④ 私たちの生活をより良いものにするため、国において実施されるあらゆる調査に地域住民の協力が
得られるよう取り組み、調査結果を各種計画づくりや施策の立案に活用します。 

⑤ 施策の実施後には、事務事業評価によって、施策・事業の必要性や目的・効果を検証し、これまで
以上に成果指標を活用しながら、事業の評価・見直しを行います。 

 

２ 施設運営体制の効率化 

① 公共施設の管理・運営を見直し、民間のノウハウを活かしてさらなる効率化を図ります。また、民間
手法による効率化が図りにくい施設については、直営化との比較検討を行います。 

 

３ 財源の安定化と適切な財政運営 

① 町の現状を分析し、中長期の財政推計を行います。また、公会計の財務諸表の活用により、現金主
義のみならず発生主義の視点からの財務分析を行い、財政計画作成を進めます。 

② 先行きが不透明な景気の動向に対処できるよう、適切な基金残高の確保に努めます。 
③ 町税や保険料の適正な賦課と収納率の向上を図ります。また、納税相談の実施や滞納整理の強

化を進めるとともに、税金の徴収率の向上をめざします。 
④ 利益を受けた人がその費用を負担する受益者負担の考え方から、各種使用料や手数料のあり方

を定期的に見直します。 
⑤ 町が保有する未利用の財産を有効に活用する、あるいは適切に処分することで、財源確保に努め

ます。また、施設の集約・複合化について検討を進めます。 
 

４ わかりやすい財政状況の公表 

① 貸借対照表や行政コスト計算書などを公表します。また、財政状況や税の使われ方を住民にわか
りやすく公表し、自分たちの暮らすまちの財政状況の周知に努めます。 

 

【 関連計画 】                                                                  
 

・大山町ひと・くらし・しごと創生総合戦略  ・大山町ひと・くらし・しごと創生推進計画 
・大山町公共施設等総合管理計画  ・大山町公共施設個別再配置施設計画 
・大山町公共施設長寿命化計画  ・大山町公共施設等ユニバーサルデザイン化推進計画 
・大山町過疎地域持続的発展計画  
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考え方５ 信頼される行政の実現 

 

行政事務が適正に執行されなければ町民からの行政に対する信頼、まちづくりへの参加を得

ることはできません。行政職員の資質の向上や高い倫理観の維持のほか、町民に開かれた行政

運営を行います。二元代表制のもとに、議会も行政の監視や意思決定・政策提言を通じて、多

様な町民の意見を反映します。 

 
 

１ 人材育成の充実 

① 町・組織の財産である職員の人員適正管理、職員の能力の向上及び資質の向上、人材育成に資
する職員研修の充実等、人材育成に取り組ます。 

② 希望に応じて他機関との人材交流を進めます。職員の能力・実績を適正に把握し、人材育成に努
めるため人事評価制度を適切に実施します。 

 

２ 法令遵守の徹底 

① 行政執務においては、関係法令を遵守し、透明性の高い行政をめざします。 

② デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大している状況において、行政機関等の事
務及び事業の適正かつ円滑な運営等に資する有用性に配慮しつつ、町民のプライバシーが侵害
されないよう、個人情報を適正に取り扱います。 

 

３ 開かれた行政運営 

① 広報等による行政情報の発信のほか、情報公開制度を適正に運用し、町民への説明責任を果た
すとともに、公正な行政運営の推進を図ります。 

 

４ 開かれた議会運営 

① 町民に対して議会情報の公開や議会活動の状況を報告・説明するともに、町民の多様な意見を踏
まえた議会運営により、議会をもっと身近に感じてもらえるよう取り組みます。 

② 時代の潮流に沿った読み手にとって読みやすい広報誌の作成を通じて、多くの町民がまちへの関
心を高め、意見を述べやすい環境整備を推進します。 

 

 

 


